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第76回南部町議会定例会 

 

議事日程（第１号） 

平成29年８月25日（金）午前10時開議 

 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 諸般の報告 

第 ４ 町長提出議案提案理由の説明 

第 ５ 議案第63号 平成28年度南部町一般会計歳入歳出決算認定について 

第 ６ 議案第64号 平成28年度南部町学校給食センター特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ７ 議案第65号 平成28年度南部町農林漁業体験実習館事業特別会計歳入歳出決算認定に 

ついて 

第 ８ 議案第66号 平成28年度南部町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ９ 議案第67号 平成28年度南部町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

第 10 議案第68号 平成28年度南部町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 11 議案第69号 平成28年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

第 12 議案第70号 平成28年度南部町病院事業会計決算認定について 

第 13 議案第71号 平成28年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 14 議案第72号 平成28年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 15 議案第73号 平成28年度南部町営地方卸売市場特別会計歳入歳出決算認定について 

第 16 議案第74号 平成28年度南部町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について 

第 17 議案第75号 平成28年度南部町大字上名久井財産区特別会計歳入歳出決算認定につい 

          て 

第 18 議案第76号 平成28年度南部町大字平財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

第 19 議案第77号 平成28年度南部町大字平字下平外14字財産区特別会計歳入歳出決算認定 

について 

第 20 議案第78号 平成28年度南部町大字下名久井字田端外17字財産区特別会計歳入歳出決 

算認定について 

第 21 議案第79号 平成28年度南部町大平財産区特別会計歳入歳出決算認定について 
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第 22 議案第80号 平成28年度南部町名久井岳財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

第 23 発委第１号 南部町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

 

出席議員（16名） 

１番  松 本 啓 吾 君      ２番  久 保 利 樹 君 

   ３番  夏 堀 嘉一郎 君      ４番  坂 本 典 男 君 

   ５番  滝 田   勉 君      ６番  西 野 耕太郎 君 

   ７番  山 田 賢 司 君      ８番  八木田 憲 司 君 

   ９番  中 舘 文 雄 君      10番  工 藤 正 孝 君 

   11番  夏 堀 文 孝 君      12番  沼 畑 俊 一 君 

   13番  根 市   勲 君      14番  工 藤 幸 子 君 

   15番  馬 場 又 彦 君      16番  川守田   稔 君 

 

欠席議員（なし） 

 

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長  工 藤 祐 直 君  副 町 長  坂 本 勝 二 君 

総 務 課 長  佐々木 俊 昭 君  企画財政課長  西 舘 勝 彦 君 

税 務 課 長  金 野   貢 君  住民生活課長  赤 石 裕 之 君 

健康福祉課長  福 田   勉 君  農 林 課 長  東 野 成 人 君 

商工観光交流課長  久保田 敏 彦 君  建 設 課 長  川 村 正 則 君 

会 計 管 理 者  小 山 万紀子 君  医療センター事務長  佐々木   大 君 

老健なんぶ事務長  藤 嶋 健 悦 君  市 場 長  中 野 弘 美 君 

教 育 長  高 橋 力 也 君  学 務 課 長  中 村 貞 雄 君 

社会教育課長  佐々木 高 弘 君  農業委員会事務局長  松 橋   悟 君 

代表監査委員  山 口 裕 貢 君 
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職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 長  中 里   司    次     長  夏 坂 由美子 

総 括 主 査  留 目 成 人 
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◎開会及び開議の宣告 

 

○議長（馬場又彦君） これより、第76回南部町議会定例会を開会いたします。 

 本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配付のとおりです。 

（午前10時00分） 

                                           

 

◎議会運営委員会委員長の報告 

 

○議長（馬場又彦君） ここで議会運営委員長から、本定例会の運営について議会運営委員会の

報告を求めます。議会運営委員長、根市 勲君。 

（議会運営委員会委員長 根市 勲君 登壇） 

 

○議会運営委員会委員長（根市 勲君） おはようございます。 

去る、８月18日議会運営委員会を開催し、第76回定例会の運営について協議しましたので、決

定事項をご報告します。 

本定例会に付議されました事件は、町長提出の案件が報告３件、平成28年度決算審査18件、条

例４件、平成29年度 補正予算５件であります。 

平成28年度決算につきましては、決算特別委員会を設置し、審査を付託することにしました。 

そのほかの案件として、発委１件、選任３件、常任委員会報告があります。 

一般質問は５名から通告があり一般質問通告一覧表のとおり行うことにしました。 

以上のことを踏まえて、本定例会の会期は、本日、８月25日から９月６日までの13日間としま

した。 

なお、会期中、８月26日、27日、９月２日、３日は休日のため、８月28日、29日、30日、９月

１日は、議案 熟考のため、９月４日、５日は決算特別委員会のため、休会にします。 

以上のとおり決定しましたので、理事者 並びに議員各位のご協力をよろしくお願いします。 

これで、議会運営委員会の報告を終わります。 
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◎会議録署名議員の指名 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において９番中舘文雄君、10番工藤

正孝君を指名いたします。 

                                           

 

◎会期の決定 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員会の報告のとおり本日８月25日から９月６日

までの13日間にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 会期は、本日から９月６日までの13日間に決定しました。 

 お諮りします。ただいま決定されました13日間の会期中、８月26日、27日と９月２日、３日は

休日のため、８月28日、29日、30日と９月１日は議案熟考のため、また、９月４日と５日は決算

審査のため休会にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 ただいまの10日間は休会とすることに決定しました。 

                                           

 

◎諸般の報告 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第３、諸般の報告をします。 
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 諸般の報告につきましては、お手元に配付のとおりですので朗読は省略します。 

 本定例会の上程は町長提出の案件が報告３件、議案は決算認定18件、条例４件、補正予算５件、

それに、議会関係の案件４件、常任委員会報告などがあります。 

日程により、それぞれ議題とします。 

                                           

 

◎町長提出議案提案理由の説明 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第４、町長提出議案提案理由の説明を求めます。町長の登壇を求め

ます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

○町長（工藤祐直君） それでは、定例会の開会にあたりまして、ごあいさつと提案理由の概要

について、ご説明を申し上げます。 

本日招集の第76回南部町議会定例会を開会するにあたり、議員各位には何かとご多忙のところ、

ご出席をいただき、提出案件につきましてご審議を賜りますことに、厚くお礼申し上げます。 

 議案の説明の前に、町政の諸般の概要についてご報告申し上げます。 

 まずは、今月６日に実施した南部町防災訓練ですが、町や防災関係機関、自主防災組織などか

ら、約五百名が参加し、災害時における連携や対応活動について、訓練を実施しました。 

自主防災会による自主避難所開設訓練や、消防団による水防訓練、火災防御訓練など、さまざ

まな訓練の様子を拝見しましたが、「自分たちの町は自分たちで守る」という強い意識が伺え、

防災体制の強化が、図られたものと実感したところであります。 

非常にゆっくりとしたスピードで北上し、各地で甚大な被害を及ぼした台風５号は、青森県付

近では、温帯低気圧に変わり、幸いにして、当町には被害がなく、安心したところでありました

が、「常に備える」態勢を構築し、町の防災力を向上していくことが、行政に課せられた使命で

あると認識しておりますので、今後とも、議員の皆様をはじめとした関係各位のご指導、ご協力

をお願い申し上げます。 

 従来とは趣向を変えて開催した「南部まつり」は、インターネットの動画配信サービス「ニコ

ニコ動画」を運営するドワンゴの人気イベント「ニコニコ町会議」と連携し、町内外から１万

6,500人ものご来場をいただき、例年にない、盛況ぶりを見せました。 
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小雨の降るあいにくの天気にもかかわらず、児童生徒たちは、元気に「ナニャドヤラ」の流し

踊りや「よっちょれ」などを披露し、訪れた大勢の観客を魅了したほか、児童生徒自身も今まで

に見たことのないような人波を目の当たりにし、驚きと興奮を覚えるとともに、南部町に対する

「愛着と誇り」を持つことが出来たのではないかと感じているところでもあります。 

 従来のまつりを変革しようと、新たな試みに挑戦した実行委員のご努力に敬意を表するととも

に、まつりに限らず、様々な分野において「挑戦」することの大切さ、素晴らしさを広め、南部

町の元気の源である「チャレンジ精神」をこれからも応援してまいりたいと考えております。 

 さて、現在の農作物の生育状況でありますが、７月中旬までの好天により、豊作を期待してお

りましたが、７月下旬以降、低温と日照不足が続いており、生育の遅れや病害の発生等が心配さ

れております。 

 水稲につきましては、平年並みに８月６日に出穂の最盛期を迎えましたが、その後、登熟の重

要な時期と低温・日照不足が重なり、予断を許さない状況となっております。 

 出穂後の低温・日照不足は、「過去の冷害があった年と状況が異なり、その影響は未知数」と

の新聞報道もございます。 

 また、果樹などの農作物につきましては、現在のところ影響は出ていないとのことであります

が、農家の皆さまも、気持ちが落ち着かないことと思いますので、今後の天候の回復を切に願う

ものであります。 

 さて、国指定史跡「聖寿寺館跡」から先月、戦国大名の城館では、国内初となる「巨大ザメの

歯の化石」と、本州初となるアイヌの刻印である「シロシが付けられた染付皿」が、相次いで出

土し、新聞やテレビのニュースで、大きく取り上げられました。 

中世の北東北で、最大の戦国大名であった三戸南部氏の勢力を現在に伝える、非常に価値の高

い出土品の発見に、今後の更なる調査による、歴史の解明に期待を寄せるものであります。 

また、２年ぶりの町の部優勝、さらには、６年ぶりの総合優勝に期待のかかる第25回青森県民

駅伝競走大会が、来月３日に開催されます。昨年度、町の部２位の悔しさをバネに、総合優勝を

勝ち取るべく、選手団のご活躍をお祈り申し上げるものであります。 

 さて、先日の全員協議会でもご説明申し上げました役場統合庁舎建設についてでありますが、

建設地の方針決定によりまして、今年度は統合庁舎建設に向けた基本計画を策定することとして

おります。 

具体的には、庁舎及び公民館の機能、施設の規模や整備方針、基本理念を定めていただくため、

学識者や議会議員の代表である議長、副議長、また、住民代表者で構成する「南部町統合庁舎建
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設委員会」を来月13日に設置し、建設的なご意見や、的確なご助言を賜ることとしております。 

また、併せて副町長、教育長、課長級職員で構成する「統合庁舎建設庁内検討会議」、課長補佐

級職員で構成する「統合庁舎建設庁内検討プロジェクトチーム」を設置し、建設委員会で審議す

る素案を作成、提案することとしております。 

 計画当初から申し上げておりますとおり、庁舎を統合いたしましても、町民の皆様にご不便を

おかけすることのないよう、各地区に窓口業務を残し、業務の効率化と行政機能の充実を図り、

南部町のさらなる発展へとつながるまちづくりを目指してまいりたいと考えておりますので、議

員の皆様はもちろんのこと、町民各位のさらなるご指導、ご協力をお願い申し上げる次第であり

ます。 

それでは、本定例会に提出いたしました案件でありますが、報告３件、平成28年度決算の認定

18件、条例の制定及び一部改正４件、平成29年度一般会計ほか、各特別会計の補正予算案が５件

の、合わせて30件でございます。 

順にご説明を申し上げ、審議のご参考に供したいと存じます。 

まず始めに、報告第14号、南部町工場誘致条例等の一部を改正する条例の制定についてであり

ますが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部改

正に伴い、関連する条例において、題名や引用している法律名などを改正する必要が生じたため、

専決処分したものであります。 

次に、報告第15号、青森県新産業都市建設事業団の決算報告についてでありますが、事業団の

平成28年度決算状況について、決算書が提出されましたので、決算書及び付属書類を添えて、議

会に報告するものであります。 

次に、報告第16号、平成28年度南部町財政の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の報

告についてでありますが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、平成28年度の南

部町の財政の、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率と、平成28年

度南部町の各公営企業の資金不足比率を、監査委員の意見を付して議会に報告するものでありま

す。 

 平成28年度南部町財政の健全化判断比率につきましては、いずれも赤字額、資金不足額がなく、

実質公債費比率も、早期健全化基準の25パーセントを下回っていることから、監査委員からは、

是正改善を要する事項について「特に指摘すべき事項はない」との審査意見をいただいており、

引き続き、財政の健全化に努めてまいる所存であります。 

次に、議案第63号から 議案第80号まで ですが、平成28年度の各会計決算18件につきまして、
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監査委員の意見を付して議会の認定を求めるものでございます。各会計の詳細につきましては、

会計管理者及び担当課長からご説明いたしますので、私からは一般会計決算の概要についてご説

明申し上げます。 

議案第63号、平成28年度南部町一般会計歳入歳出決算認定についてでありますが、予算総額は、

歳入歳出それぞれ109億555万9,000円で、これに対し収入済額は107億4,059万1,119円、支出済額

は103億9,627万4,757円となりました。 

この結果、歳入歳出差引額は、３億4,431万6,362円ですが、このうち、111万9,000円が繰越明

許費充当一般財源繰越金として翌年度へ繰り越しになるため、実質収支額は、３億4,319万

7,362円、このうち、地方自治法の規定により、財政調整基金に２億4,000万円、減債基金に300万

円、合わせて２億4,300万円を積み立てしております。 

監査委員からは「財務事務及び財産管理についても概ね適正に処理されているものと認められ

た」との総括意見をいただいておりますが、今後とも徴収対策を強化し、収入未済額の解消に努

め、町税等歳入の確保を図るとともに、行財政運営にあたっては、合理化、効率化に努め、財政

基盤を強化し、行政サービスにおいても各方面にわたり、なお一層の充実を図って行く所存でご

ざいますので、ご指導、ご助言をよろしくお願いいたします。 

なお、平成28年度の主要施策の成果につきましては、別冊で「行政報告書」として、お手元に

配付しておりますので、決算審議のご参考に供していただきたいと存じます。 

 次に、議案第81号、南部町行政手続等における 情報通信の技術の利用に関する条例の制定に

ついてでありますが、電子情報処理組織等を使用し、町の機関に申請等を行うことが出来るよう

にするための共通事項を定め、町民の利便性の向上を図るとともに、行政事務の簡素化・効率化

に資するため、条例を制定するものであります。 

 次に、議案第82号、南部町特定教育・保育施設 及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める 条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、子ども・子育て支援法施行

規則及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に

伴い、支給認定証の任意交付化に対応するため、特定教育・保育の提供を求められた際の受給資

格等について、必要に応じた確認方法を定めるなど、所要の改正を行うものであります。 

次に、議案第83号、南部町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、

介護保険法の一部改正に伴い、資格調査等に従わない場合に、罰則規定が及ぶこととなる、調査

対象者を拡充することにより、公正な保険運営に資するものでございます。 

次に、議案第84号、南部町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の 実施に関する基
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準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、介護保険法施行規則の一部

改正に伴い、主任介護支援専門員の定義規定の引用条項を改めるとともに、資格要件に関する経

過措置を規定するため、所要の改正を行うものであります。 

次に、議案第85号、平成29年度南部町一般会計補正予算（第２号）についてでありますが、歳

入歳出予算の総額に、それぞれ１億186万円を追加し、予算の総額をそれぞれ97億9,245万1,000円

とするものであります。 

主な補正要因といたしましては、統合庁舎建設予定地の、用地・地形測量業務 及び 中央公民

館などの解体設計業務委託料として841万4,000円を計上したほか、７月22日から、23日にかけて

の大雨により被災した町道の復旧事業費である、公共土木施設災害復旧費として1,770万円、同

じく被災した農業用施設の復旧事業費である、農林水産業施設災害復旧費として413万2,000円、

道路除雪費として8,313万6,000円を計上したものであります。 

 次に、議案第86号、平成29年度南部町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）でありますが、

歳入歳出予算の総額に、それぞれ3,308万7,000円を追加し、予算の総額を、それぞれ29億7,763万

8,000円とするものであります。 

 主な補正要因といたしましては、歳入に前年度繰越金として3,106万9,000円を計上し、歳出に、

国保広域化に伴う基幹システムの改修業務委託料として575万7,000円を計上したほか、療養給付

費交付金の精算にかかる返還金として1,946万3,000円を計上したものであります。 

 次に、議案第87号、平成29年度南部町介護保険特別会計補正予算（第１号）でありますが、歳

入歳出予算の総額に、それぞれ3,989万円を追加し、予算の総額を28億224万6,000円とするもの

であります。 

 主な補正要因といたしましては、歳入に前年度繰越金として2,398万1,000円を計上し、歳出に、

高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画策定業務等の委託料として900万8,000円を計上したほ

か、国・県及び社会保険診療報酬支払基金への返還金として2,928万6,000円を計上したものであ

ります。 

 次に、議案第88号、平成29年度南部町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）でありま

すが、歳入歳出予算の総額に、それぞれ78万1,000円を追加し、予算の総額を3,182万9,000円と

するものであります。 

 補正要因といたしましては、事業担当職員の異動に伴う給料・手当等の人件費として78万

1,000円を計上したものであります。 

 次に、議案第89号、平成29年度南部町病院事業会計補正予算（第１号）でありますが、病院事
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業費用の予算を組み替えするもので、補正要因といたしましては、非常勤医師の退職に伴う給与

費を63万5,000円減額し、八戸圏域連携中枢都市圏医師派遣事業負担金として、経費を63万

5,000円増額するものであります。 

 以上が、本定例会にご提案いたしました議案の内容でありますが、議事の進行に伴い、また、

ご質問に応じまして、本職はじめ、副町長、教育長、担当課長より詳細にご説明いたしますので、

慎重審議のうえ、何卒、原案どおりご議決賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明

といたします。 

 

○議長（馬場又彦君） 町長提出議案提案理由の説明が終わりました。 

                                           

 

◎議案第63号から議案第80号の上程、委員会付託 

 

○議長（馬場又彦君） お諮りいたします。 

 日程第５、議案第63号から、日程第22、議案第80号までの平成28年度南部町各会計歳入歳出決

算認定についての議案18件を会議規則第37条の規定により、一括議題にしたいと思います。ご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 議案第63号から議案第80号までの平成28年度南部町各会計歳入歳出決算認定についての議案

18件を一括議題とします。 

 お諮りします。 

 ただいま、議題としました議案第63号から議案第80号までの平成28年度南部町各会計決算認定

についての議案18件については、委員会条例第６条の規定による議員全員をもって構成する決算

特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 議案第63号から議案第80号までの平成28年度南部町各会計決算認定についての議案18件につ
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いては、議員全員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決

定しました。 

 なお、決算特別委員会の委員長及び副委員長については、委員会条例第９条第２項の規定によ

り、委員会で互選することになっております。委員長及び副委員長を互選するための決算特別委

員会をこの席から口頭をもって招集します。本日、本会議終了後、この議場において、決算特別

委員会を開催いたしますのでご了承願います。 

                                          

 

◎発委第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第23、発委第１号、南部町議会委員会条例の一部を改正する条例の

制定を議題とします。 

 本案について提出者の説明を求めます。根市勲君。 

（13番 根市勲君 登壇） 

 

○13番（根市勲君） ただいま議題に供されました発委第１号、南部町議会委員会条例の一部を

改正する条例の制定について、提案理由をご説明いたします。 

現在の常任委員会委員及び議会運営委員会委員並びに図書室 運営委員会委員の任期満了日

は、いずれも10月13日となっており、毎年８月下旬から９月上旬まで開催している９月定例会で

は、委員会条例第８条第５項の規定による「任期満了前30日以内」に選任できないため、臨時会

を開催する必要が生じることとなります。 

このことから、議会運営の効率化と経費削減のため、任期満了前30日を45日に改正することに

より、臨時会を開催することなく、定例会において委員の選任を行えることから、条例の一部改

正を提案するものです。 

議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

 

○議長（馬場又彦君） 説明が終わりました。 

 お諮りします。本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（馬場又彦君） 異議なしと認め、直ちに採決することにします。 

 発意第１号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 発意第１号は、原案とおり可決されました。 

                                          

 

◎散会の宣告 

 

○議長（馬場又彦君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 なお、８月31日は午前10時から本会議を再開します。 

 本日はこれで散会いたします。 

（午前10時32分） 



 

 

 

 

平成２９年８月３１日（木曜日） 

 

 

 

 

第７６回南部町議会定例会会議録 

（第２号） 
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第76回南部町議会定例会 

 

議事日程（第２号） 

平成29年８月31日（木）午前10時開議 

 

第 １ 一般質問 

 ９番 中 舘 文 雄 

           １．内閣府サテライトオフィス八戸の開設が果たした役割と当町の取り

組むべき課題について 

           ２．食害防止へ向けてのニホンジカ対策について 

           ３．文部科学省から省令で公布された部活動指導員への対応について 

 ７番 山 田 賢 司 

           １．来年の町長選挙への自身の対応について 

           ２．南部町における総活躍社会への取り組みについて 

 ６番 西 野 耕太郎 

           １．南部町内における遊休農地、耕作放棄地対策について 

 16番 川守田   稔 

           １．県・省庁からの情報収集について 

 ３番 夏 堀 嘉一郎 

           １．新庁舎建設について 

           ２．防災対策について 

           ３．人口減少問題について 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

 

出席議員（16名） 

   １番  松 本 啓 吾 君      ２番  久 保 利 樹 君 

   ３番  夏 堀 嘉一郎 君      ４番  坂 本 典 男 君 
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◎開議の宣告 

 

〇議長（馬場又彦君） これより第76回南部町議会定例会を再開します。 

 本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

（午前10時00分） 

                                           

 

◎一般質問 

 

〇議長（馬場又彦君） 日程第１、一般質問を行います。 

 質問の回数は３回までとし、制限時間は質問、答弁を合わせて60分以内とします。なお、制限

時間５分前になりましたらチャイムでお知らせします。質問者並びに答弁者は簡潔明瞭にご発言

願います。なお、通告外の質問は行わないようにお願いいたします。 

 これより通告順に順次発言を許します。 

 ９番、中舘文雄君の質問を許します。中舘文雄君。 

（９番 中舘文雄君 登壇） 

 

〇９番（中舘文雄君） おはようございます。 

 本日は、商工会女性部の皆さんを傍聴席にお迎えしましての一般質問となりました。大変あり

がとうございます。 

 私は、町内で行われるイベントや行事にはできる限り足を運んで実態を見ることを心がけてお

ります。自分の目で見、耳で聞くことが議会人として最も重要だと思うからであります。これか

らも皆さんの心が、また声が、町政に反映されるよう努めてまいりますのでよろしくお願いいた

します。 

 それでは、質問に入ります。 

 私は、今定例会に臨むに当たり、今、政府の目指している地方創生や地方分権にかかわる動き

の中で、各自治体の取り組む意識と体制が将来の住民への生活に大きく影響すると思われること
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から、去る６月に八戸に開設された内閣府サテライトオフィスの実証試験の中で当町でどのよう

な活動がなされたのか、また、ここ三、四年の間に当地区を含め三八地方で大きく報道されるよ

うになったニホンジカに対する認識と予想される食害対策等にかかわる問題、また、学校教育現

場で大きな問題となっている教員の多忙化対策の１つとしてこの４月に文部科学省から省令で

公布された部活動指導員に対する取り組み等、通告に従いまして順次質問してまいります。 

 初めに、内閣府サテライトオフィス八戸の開設が果たした役割と当町の取り組むべき課題につ

いてであります。 

 この拠点の設置は全国で２カ所であり、報道によれば選ばれた理由が、人口減少や雇用情勢が

厳しく、地方創生交付金の活用が少ない東西の代表的な場所を選んだとのことであります。第

70回定例会でも関連する質問はいたしましたが、地方議会に席を置く者の一人として、青森県の

取り組みや自分たちの住んでいる自治体の取り組みがほかの自治体の活動とどこが違うのか、制

度を十分に生かした活用とあわせ重要な課題だと思い、さらなる検証が必要だとの思いから、内

閣府の活動があったこの時期に改めて質問するものであります。 

 １点目は、当町の取り組んでいる計画と事業が、地方創生交付金の活用を目指した政策を十分

に生かした内容と思われるのかお尋ねいたします。 

 ２点目は、担当職員との意見交換や交流の中で、今後、当町で取り組みが見込まれる、また、

活用できる対象事業と見通しについてお尋ねいたします。 

 ３点目は、地方分権が進む中、国の制度や財源を有効利用する自治体とそうでない自治体で住

民サービスに差が出始めていると指摘されていますが、今後の町の取り組む方針についてお尋ね

いたします。 

 次に、食害防止に向けてのニホンジカ対策についてであります。現在も鳥獣による食害防止対

策は予算を計上して実施しているとおりでありますが、ここ数年、大きく報じられるようになっ

たニホンジカ対策についてであります。特に、三八地区での目撃情報が多く、町内での事案も耳

にするところであります。県でも６月１日に食害防止を図る計画案を発表してその対策を進める

との報道があり、2021年度までの管理計画案の取りまとめに入ったとのことでありますので、次

のことを質問いたします。 

 １点目として、県の実施計画案に対して当町としてのかかわりをどのように進めているのかお

尋ねいたします。 

 ２点目として、三八地域での目撃情報が多い中、当町での情報の把握方法と実態はどのように

なっているのかお尋ねいたします。 
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 ３点目は、食害発生前に対策を講ずるべきと思いますが、当問題に対する取り組みと今後の方

針についてお尋ねいたします。 

 次に、文部科学省から省令で公布された部活動指導員への対応について質問いたします。 

 学校教育現場での教員の長時間勤務とともに、多忙化への対策の必要性が長きにわたって論じ

られてきたことは、皆さんもご存じのとおりであります。あわせて、現在大きく問題になってい

ることは、少子化により各学校単位での部活動への取り組みが取り上げられるようになりまし

た。この問題は、学校だけでなく、地域を挙げて検討し、対策を講じなければならない課題とな

っております。 

 こうした中、文部科学省では、教員の多忙化解消の一環として省令を公布して部活動指導員制

度を活用できるとしたところですが、そうした制度への対応等について次のことをお尋ねいたし

ます。 

 当問題に対して、県教育委員会の対応の実情と当町の現状と取り組みについてどのような対策

を検討しているのかお尋ねいたします。 

 以上、通告しておりました３項目にわたって質問させていただきました。地方自治体は、国の

政策をいかに有効利用するのか、また、町民は、町民のために計画された政策を活用することに

よって住民サービスの向上を実感できると思います。そうしたことから、私は、政策を検証しな

がらさらなる町勢発展に向けて努めることを約束し、町長並びに関係者の答弁を求め、質問を終

わります。 

 

〇議長（馬場又彦君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、中舘議員のご質問にお答えを申し上げます。 

 まず、１点目のサテライトオフィス八戸の件につきましてとニホンジカ対策につきましては私

のほうから答弁をさせていただき、部活動指導員への対応については教育委員会のほうから答弁

いたしたいと思います。 

 初めに、内閣府サテライトオフィス八戸についてでありますが、内閣府サテライトオフィスは、

国家公務員の勤務地の自由度をふやし、東京都内に限定せず、情報通信機器の活用により地方へ

の事務所移転の可能性を検証することを目的としまして、情報通信環境が良好かつ交通利便性の

高い八戸市を選定し、八戸駅に隣接しておりますユートリーへ６月19日から６月30日までの間、
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オフィスを設置したものでございます。国内２カ所のうちの１つとなっております。 

 当町には６月19日に地方創生の参事官や担当者が来町し、地方創生加速化交付金を活用して実

施した買い物弱者支援事業の拠点施設であるおらんど館を訪問し、関係者と意見交換を行ってお

ります。 

 また、６月23日には参事官や担当者が来町し、地方創生推進交付金等の活用について他自治体

の事例を参考として説明をされたほか、地方創生及び地方分権の制度活用について意見交換を実

施しております。 

 まず初めに、当町の取り組んでいる計画と事業が、地方創生交付金の活用を目指した政策を十

分生かした内容と思われるかについてのご質問でありますが、当町における地方創生関連の活用

につきましては、平成27年度地方創生先行型交付金を活用し、給食費無償化事業の財源に充当し

ております。 

 平成28年度は、地方創生加速化交付金を活用し、商工会と連携し、買い物弱者支援事業として

まごころ宅配事業を実施したほか、八戸圏域定住自立圏において八戸広域ＤＭＯ（観光地域づく

り）プロジェクト調査・検討事業を実施しており、総合戦略の基本目標である子育てのしやすい

環境の整備、お年寄りや子供に優しい定住環境の構築及び八戸圏域との連携事業について、交付

金を活用し政策に反映させており、相応に生かされているものと思っております。 

 平成29年度は、八戸圏域連携中枢都市圏において地方創生推進交付金を活用し、事業を実施す

るべく内閣府と事前相談を行っているところであります。 

 国では、平成28年度からまち・ひと・しごと創生に資する事業の効率化、かつ、効果的な実施

を図ることを目的として、地域の実情に応じた自主的・主体的で先駆的な事業に対し、地方創生

推進交付金及び地方創生拠点整備交付金を整備し交付することとしており、町の総合戦略に掲載

されている事業が交付対象となっております。 

 次に、担当職員との意見交換などで今後、当町で取り組みが見込まれる、また、活用できる対

象事業と見通しについてお答え申し上げます。 

 地方創生推進交付金活用事業につきましては、先ほどご説明したとおり、町の総合戦略に掲載

されている事業について交付対象となりますが、自主的・主体的で先駆的な事業とされておりま

すので、内閣府の担当者から意見交換の際に説明のありました全国の先行事例を参考としまして

事前協議を行いたいと考えております。 

 次に、地方分権が進む中、国の制度や財源を有効利用する自治体とそうでない自治体で住民サ

ービスに差が出始めていると指摘されているが、今後の町の取り組む方針についてお答え申し上
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げます。 

 地方分権については、これまで国が持っている地方に対する決定権や財源を地方に移して、身

近な住民サービスをその地域みずからの判断と責任において決定できるよう、法の義務づけの基

準等の見直しや税源移譲が進められてきたところであります。 

 国の財源の有効利用につきまして、町では当初、予算編成方針において予算を要求する際は、

国・県等の施策の情報を的確につかみ積極的な財源の確保に努めることとして、事業を計画する

場合は国・県等の補助金等の有無について確認してから計画・実施をするよう指導しております。 

 しかしながら、国の画一的制度が当町に合致していない場合もありますので、その場合は必要

であれば単独事業として一般財源での事業執行を行うという考え方もありますし、実際に運用を

行っているところであります。 

 これからのことから、標準的な住民サービスに差異はなく、サービスの低下は招いていないも

のと思っておりますし、将来的にも来さないものと考えております。 

 今後につきましても、国・県補助金はもちろんのこと、事業を実施する上で充当可能な財源の

確保には積極的に取り組み、町の安定的な財政運営に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、食害防止へ向けてのニホンジカ対策についてお答え申し上げます。 

 １点目の、県の実施計画案に対して町としてかかわりをどのように進めているかについてであ

りますが、中舘議員ご質問の県の実施計画案とは、先般、県自然保護課で策定した青森県第２種

特定鳥獣管理計画（第１次ニホンジカ）（案）のことと思いますので、この計画案についてお答

え申し上げます。 

 この計画案は、県内で目撃が増加しているニホンジカについて、科学的かつ計画的な管理を実

施するため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき県が策定するもの

で、策定に当たっては同法の規定により市町村と協議することとされております。当町では、７

月19日付で協議があり、８月25日に計画案に賛成の回答をしたところであります。 

 計画案の期間は、予定ではありますが本年９月から平成34年３月31日までの約５年間となって

おります。 

 また、本計画案の中において県がニホンジカの捕獲等のために実施する指定管理鳥獣捕獲事業

に関する実施計画は、別途年度ごとに定めることとされております。 

 市町村の役割につきましては、鳥獣被害防止特別措置法に基づく被害防止計画を作成し、当町

では策定済みでございます。地域の状況に応じ、関係段階と連携の上、有害鳥獣の捕獲等を実施

するとともに、農林業者による自衛的捕獲対策を検討すること。県が実施するモニタリング調査
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に協力し、効果的かつ効率的な被害防止策のための実施把握に努めること。地域住民や県及び関

係団体と連携し、地域が一体となった被害防止対策を推進するための体制づくりに取り組むこと

とされております。 

 当町では、まだニホンジカによる食害情報は寄せられていませんが、目撃情報は年々増加して

おり、今後、何らかの対策は必要であると思われますので、国・県及び関係団体と連携を強化し、

ニホンジカ対策を進めてまいりたいと考えております。 

 ２点目の、三八地域での目撃情報が多い中、当町での情報の把握方法と実態はどのようになっ

ているかについてでありますが、当町では７台のセンサーカメラと目撃情報による現地調査を行

い、場所、頭数等を把握し、随時、三八地域県民局に報告して、町内はもとより、三八地域、さ

らには県全体の情報を共有しております。 

 当町における過去５年間の各年度のニホンジカ目撃情報は、平成24年度１頭、25年度１頭、26年

度４頭、27年度３頭、28年度８頭の合計17頭となっております。 

 次に、三八管内における過去５年間の目撃情報は、平成24年度６頭、25年度１頭、26年度20頭、

27年度47頭、28年度112頭の合計186頭となっております。 

 また、県内における過去５年間の目撃情報は、平成24年度10頭、25年度９頭、26年度45頭、27年

度114頭、28年度160頭の合計338頭となっております。 

 ただいま申し上げましたとおり、ニホンジカの目撃件数は平成26年度から増加傾向となってお

り、平成28年度と前年度を比較すると南部町では約２倍、三八管内では約３倍の目撃頭数となっ

ている状況でございます。 

 ３点目の、食害発生前に対策を講ずるべきと思いますが当問題に対する取り組みと今後の方針

についてでありますが、当町では鳥獣被害防止計画に基づき対策を講じているところでございま

す。 

 本計画は、平成25年度に策定しておりまして、平成28年度からは捕獲対策鳥獣にニホンジカを

追加してございます。現在の計画期間は平成28年度から平成30年度までとなっております。実施

につきましては、青森県猟友会南部町支部の協力を得まして、町が実施主体となって行っており

ます。 

 鳥獣被害対策実施隊による捕獲と八戸農業協同組合が実施主体となって行っております有害

鳥獣捕獲業務により、ニホンジカ対策を講じております。なお、これまでニホンジカの捕獲実績

はございません。 

 ニホンジカによる食害防止へ向けた今後の方針につきましては、今のところ、当町における食



 - 23 - 

害発生の情報はございませんが、引き続き、青森県第２種特定鳥獣管理計画や南部町鳥獣被害防

止計画等に基づき、国・県及び関係団体と連携の強化を図っていくとともに、食害が発生してい

ないから対策を講じないということのないよう、町内、三八管内の目撃情報や国・県の助言等を

参考にしながらしっかりと対応してまいりたいと考えております。 

 なお、昨日、八戸広域市町村長会議がありまして、その席でもニホンジカの問題が議論になり

まして、それぞれの町村だけで取り組むのではなく、広域的に全体としての課題として取り組ん

ではどうかという話し合いにもなりまして、今後、事務方において広域的に取り組んでいくと、

こういうことも検討に入っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

〇議長（馬場又彦君） 教育長。 

（教育長 高橋力也君 登壇） 

 

〇教育長（高橋力也君） 次に、文部科学省から省令で公布された部活動指導員への対応につい

てお答え申し上げます。 

 国の中央教育審議会は、平成27年12月の「チームとしての学校のあり方と今後の改善方策につ

いて」の答申で、外部スタッフも単独で指導や引率ができるようにする部活動指導員の創設を提

言しております。これを受けまして、文部科学省においては、学校教育法施行規則の一部を改正

する省令の施行ということで、平成29年３月14日公布、平成29年４月１日施行されております。 

 具体的には、中学校、高等学校等において部活動の指導、大会の引率を行うことを職務とする

部活動指導員についての規定の整備が行われました。これによりまして、教職員の多忙化の一因

とされていた学校の部活動について、外部人材が単独で部活動を指導・引率できる部活動指導員

を設けるようになりましたので、部活動の実施については徐々に様子が変わっていくものと考え

ております。 

 部活動は教育の一環でありますが、授業や学校行事などが教育課程内として学習指導要領に細

かな規定があるのに対して、部活動は生徒の自主性、自発的な参加により行われるものとして、

教育課程外の扱いになっております。教職員も、自主的・自発的に顧問を引き受けるというのが

本来の形でありますが、実際には校務分掌として顧問に割り振られているのがほとんどでありま

す。そのため、現在、部活動が学校管理下の活動である以上、対外試合などにも責任者として学

校の教職員が引率をしている状況にあります。 

 国においては、平成25年５月に運動部活動のあり方に関する調査研究事業の報告がまとまりま
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した。内容は、適切な練習時間や休養日のあり方、民間活力の導入などを検討し、総合的なガイ

ドラインを示すものとなっております。 

 中舘議員からのご質問がありました県教育委員会の対応と実情でございますが、平成26年６月

から７月にかけて教職員勤務実態調査を実施するとともに、平成27年２月には「今後取り組むべ

き教職員の多忙化解消方策について」を検討するため、多忙化解消検討委員会が設置されており

ます。委員会では委員がさまざまな意見を出し合い、検討を重ねてまいりまして、平成27年12月

に「教職員の多忙化解消に係る報告書」が出されております。この報告をもとに、県教育委員会、

市町村教育委員会及び学校が一丸となって教職員の多忙化解消に取り組むことにより、教職員が

子供たちと向き合う時間が十分に確保されるとしております。 

 次に、町の現状と取り組みでありますが、ことしの５月１日現在で町内４中学校に合計で22の

部活動がございます。部活動の種類としましては、陸上、バスケットボール、バレーボール、サ

ッカー、野球、ソフトテニス、剣道、卓球、吹奏楽、文芸の10の部活動がございます。いずれの

部活動にも指導者として教職員が顧問としてついております。 

 また、22の部活動のうち、教職員の指導者のほかに外部指導者がついている部活動は11の部活

動がございまして、男性10名、女性５名、合わせて15名の外部指導者がおります。 

 現在、教職員と外部指導者が協力しながら部活動を運営している状況でありまして、また、外

部指導者への謝金としましては、年間で１人１万円から１万5,000円の謝金をお支払いしている

状況であります。 

 町としましては、文化・芸術・スポーツ等の専門知識や技術を持っている地域の方々の情報の

集約とそのすばらしい専門知識と技術を地域において有効に活用するためにも、学校が求めるす

ぐれた指導力や知識等を持つ外部人材の掘り起こしに努めてまいりたいと考えております。 

 さらに、学校及び地域に対しましては、外部指導者の職務等について広く周知を行い、共通理

解を図ってまいりたいと考えております。 

 また、町教育委員会としましては、ことし９月から教職員の多忙化解消策の１つとしてノー残

業デーを設置し、仕事と生活の調和を図っていきたいと考えております。このノー残業デーでご

ざいますが、町の鍋の日の毎月22日と、第２水曜日の２日間であります。教職員の業務多忙化解

消については、すぐには解消できるものではございませんが、このノー残業デーの開始から徐々

に進めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 
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〇議長（馬場又彦君） 再質問ありませんか。中舘文雄君。 

 

〇９番（中舘文雄君） 答弁ありがとうございました。 

 今、答弁の中で、サテライト問題のほうですけれども、１点、これは国の考え方として、主体

的で自分たちでつくり上げたものに対してというのが前提になっていますから、待っていて降っ

てくるのではないということは、町長の答弁にもあったように私もそう思っていました。ですか

ら、町でいかに、自分たちでつくり上げたものを、こういうものをやりたいからお願いしたいと

いうような、さっき町長の答弁の中にも、計画書の中に載っているものが前提だということです

から、これから計画する中では、そうしたものを念頭においた、各委員の方にもそういうものを

念頭に置いた計画をぜひ練っていただきたいというふうに思います。 

 １つ、この問題で、具体的に南部町として、これとこれとこれはこのテーブルに乗せられるよ

うなことがなかったのかどうか、それをまずお聞きしたいと思います。交流、職員とのいろいろ

な交流の中で、これなら我々町でも具体的にその事業として乗せていけるなというものがあった

ならば、ぜひその項目を教えていただきたいと思います。 

 それから、ニホンジカ対策の中でのさっきの町長答弁の中で、被害情報はないというような話

がありました。私、ちょっとそれがクエスチョンです。実際に現場確認している情報ではありま

せんけれども、この高さでこの被害があるということは、普通の小動物ではあり得ないと。タヌ

キとかなんかではここまでいかないけれども、この高さのもので被害が実際にある。これは今考

えるとニホンジカじゃないかという情報を私、何件か聞いています。ですから、その辺をどの程

度まで現場に立ち入った調査をしているのか、そこをまず、このニホンジカのほうについてはお

聞きします。 

 それから、３点目の部活動指導員の件ですけれども、具体的には県も町も、この部活動指導員

制度を利用して取り組みをしようという検討は今のところは何もなされていないような答弁に

聞こえました。ですから、何とか自分たちでやりくりしてやっているというのはわかります。わ

かりますけれども、こういう制度がせっかく、検討してもいいということになったのであれば、

県教委にも働きかけ、また、町教育委員会でもこの制度をぜひ。これは財源を伴うものですから

なかなか、新聞でも言っていました、財源が伴うものですから町村でもやります、やれますとい

うことは言えないと。国で、それだけの補助事業といいますか、助成金をしてくれるならぜひ取

り入れたいという町が多いようです。新聞でも皆さん見たと思いますけれども。その辺も、取り

組みがちょっと、まだそこまで必要ないというふうに判断しているのか、積極的にそれを取り入
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れるための活動をしようとしているのか、その辺まず１点ずつお聞きします。 

 

〇議長（馬場又彦君） 企画財政課長。 

 

〇企画財政課長（西舘勝彦君） １点目のサテライトオフィスにつきまして回答したいと思いま

す。 

 サテライトオフィスの設置になる前でございますが、事業申請に関しましては、県を通しまし

て、最初、県のほうに事業を要望しまして、県のほうからこちらの内閣府のほうへ照会をすると

いう形でございましたが、６月の下旬、先ほど町長も答弁しましたけれども、ユートリーでサテ

ライトオフィスが開設されましてからは町から直接、私たち内閣府の担当の方にメールなり電話

をしまして、事業につきまして照会をしまして指導を仰いでいるところでございます。 

 それで、最初、町として考えましたのは、おらんど館を中心としました宅配事業につきまして、

町で今現在、一般会計で一般財源としてやっているものですから、そちらのほうが補助対象事業

としてならないかということで県を通しまして照会したんですけれども、先駆的な事業ではない

ということで却下を食らったわけですけれども。先般、来てお話をしまして今、照会をしている

ところでございますが、今後、そこからまたさらに発展させた事業としてであれば補助の採択の

要件としてはできるんじゃないかというようなところまで持っていってございます。 

 それで、今後は、これからそれをさらにどういうふうに発展させるかというのを内閣府のほう

と相談しまして、これだと補助の採択基準に合うよというもので、今後、補助の採択に向けて進

んでいきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

〇議長（馬場又彦君） 農林課長。 

 

〇農林課長（東野成人君） ニホンジカの食害についてお答え申し上げます。 

 現在のところ、ニホンジカの食害については町のほうには食害の情報は寄せられておりません。

センサーカメラ、それから目撃情報に基づきまして、職員、時には猟友会の方と一緒に現地確認

を行いまして、周辺その他を調査いたしまして痕跡がないかどうかという調査は行っております

が、足跡等の痕跡等はありますけれども、ニホンジカによる食害というのは現地でも確認できな

かったし、食害による目撃情報というのも寄せられていない状況にあります。 
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 以上です。 

 

〇議長（馬場又彦君） 学務課長。 

 

〇学務課長（中村貞雄君） 先ほどの中舘議員のご質問ですが、学校教育法の施行規則の一部を

改正する省令の施行については、29年度、ことしの４月１日から施行されてございます。この内

容については、議員もご承知のとおりのものでございますけれども、私どもとしても非常に画期

的といいますか、今までになかったような省令となってございます。 

 それで、県では、この省令を市町村、さらには各学校に周知をしまして、今後の対策を図って

くださいというふうなことの文書がございます。この部活動の内容については、今、県でもいろ

いろな調査をして対応を練っているところでございますが、県の動きとしては、地域連携型とい

う概念のもとに地域と協力をしてさまざまなことを進めていきたいというふうなことで、これを

調査研究しているものと思います。 

 南部町でももちろん、この部活の問題についてはさまざまの意見等が学校側、それから保護者

のほうからも上がってきておりますので、そういう面も考えまして、国や県の動きを注意を払い

ながら、今後の体制を進めていきたいと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

 

〇議長（馬場又彦君） ほかに質問ありませんか。中舘文雄君。 

 

〇９番（中舘文雄君） 各担当課長から回答をいただきました。 

 私が一番質問した中でこれだと思ったのは、さっきのサテライトの問題です。一生懸命、何し

ろ自分たちでつくり上げてきてくださいというのが国の気持ちなんですよね。ですから、今、課

長のほうからも、これを何とかできないかということでやるということで大変うれしい取り組み

だと思いますし、これからもぜひ必要だと思いますけれども、やはりこうしたものは積極的に自

分たちが飛び込んでいって、どういうものかというのをまず勉強して、それから、この町に、自

分んたちの町にこれをどう生かしていくかというのがこれからの課題だと思うんです。これがさ

っき私、質問の中で言いましたけれども、自治体の体制や取り組みの意識、これがこれからどん

どん。さっき町長の答弁の中では、住民に差が生じないように一般財源を投入しながら取り組ん

でいくと。これはもちろん、それはわかりますけれども、ただ、私が言うのは、やっぱり国でこ
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ういう制度がありますよといったときには、自治体とすればいち早く、どういうものかをまず勉

強して取り組んでいく。そういう姿勢を持っている自治体が、どんどんどんどん地域住民サービ

スでも向上に結びつけていけるというような趣旨のもとで私はこの制度があるものだと思って

いますから、これからもひとつそういう点で積極的に取り組んでいっていただきたいと思います。

これは答弁は要りません。 

 それから、さっき、ニホンジカのほうは、痕跡はあったけれども被害としては登録されていな

い。これはちょっと調査をもう一度、具体的に、積極的にやらないと、さっき町長の答弁にあっ

たように、何倍というふうにニホンジカが今、三、四年前と比べれば相当な倍数でうようよして

いるんです。うようよという表現は不的確かもしれませんけれども。よく、見たという情報が多

いんです、このごろは。南部町じゃない、例えば八戸地区と報道されていますけれども、すぐ１

センチ隣が八戸ですからね、そっちで見たのは八戸地区に登録されているんですよ、南部町じゃ

なくて。それは南部町を飛び越えて下北に行くというか、そっちのほうに行くわけないと思いま

すから、やはりこれは、このままにしておくと、食害というのはあれっという時は、大騒ぎにな

るような食害に結びつくと思いますから、調査と対策をひとつもう一度、担当課長、町長のほう

から、取り組みをこうしてやっていくという決意をぜひお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、３点目の学校教育、これは小学校はクラブ活動といいますか、そういう形で、町内

でもほかの団体がいろいろ活動しているのは、私も見ていますし聞いております。地域によって

は、地域の学区外指導員、指導者をお願いしたり、また、スポーツクラブにお願いしたり、スポ

ーツ少年団、また、ＰＴＡの中にそうした指導をする、という組織を立ち上げてやっている学校

も見受けられますけれども。ぜひこういう、例えば小学校、中学校、高校まで、この部活指導員

は中学校、高校と限定されたような形でなっていますけれども、これは子供を持つ親とすれば、

子供の好きなスポーツをやらせてあげて、趣味のある文化系のやつもやらせてあげたいという気

持ちはみんな持っていると思いますから、どういう形でこれをやっていくか、教育委員会の主要

課題の１つとしてぜひ、学力向上も大事ですけれども、子供たちのそうした活動に対する取り組

みもいま一度重要な課題の１つとして取り組んでいただきたいと思いますので、その辺について

の考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 

〇議長（馬場又彦君） 農林課長。 

 

〇農林課長（東野成人君） 先ほどのニホンジカの対策についてでありますが、町長のほうから
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答弁もありましたとおり、青森県の第２種特定鳥獣管理計画の中で情報を共有、あと、町の取り

組む姿を参考にしながら、町といたしましても今後もっと強化していく考えでございます。 

 また、町長のほうからありましたように、市町村長会議におきまして広域に取り組むというこ

との意見も出されておりますので、そのことについて、農林課といたしましても周辺の市町村と

連携をとりながら、今後、ニホンジカの対策については取り組んでいかなければならない課題だ

と思っております。 

 また、ニホンジカにつきましては、県の計画にありますとおり、今のところまだ定住は確認さ

れておりませんので、今後、定住が確認されると対策が必要となってくると思いますが、有効的

・効率的な捕獲体制の確立に向けて今後、検討していくことになると思います。 

 

〇議長（馬場又彦君） 学務課長。 

 

〇学務課長（中村貞雄君） 先ほど小学校のほうの部活動のお話がございましたので、少し触れ

させていただいて、あわせてご回答したいと思います。 

 まず、小学校の部活動と中学校の部活動の違いでございますけれども、指導要領のほうに位置

づけされているかいないかだけでございます。ですので、中学校の部活動については指導要領に

明文化されているために、いろいろなことに決まりがございます。また、今回は文部科学省から、

部活動指導員への対応についての省令が公布されたところでございます。小学校の部活動につい

ては省令で定めがございませんので、さまざまな決まりがなく、学校単位の活動となっているも

のでございます。 

 ただ、県の教育委員会では、本年度、八戸市と五所川原市で小学校での部活動のあり方を調査

・研究するということでございますので、そちらのほうも見守りながら南部町でも対応させたい

と思ってございます。ただ、八戸市さんによりますと、７割以上の小学校の部活動が学校が主体

となって部活動を運営しているというところです。このうちの８割以上が外部コーチを活用して

いる。一方、保護者や地域が主体となる地域型は、全体の１割にも満たないということでござい

まして、県でこれから進めていきたいということで方針が出されております地域連携型というの

はなかなか今のところは難しい現状でございます。 

 南部町では、小学校の活動等についてはスポーツ少年団など学校ごとの取り組みとなってござ

いますが、近年では近隣の学校同志が合同でチームをつくって活動するなど、児童数の減少に対

応した動きも見られます。これには、子供たちの移動の問題、大会の引率の問題などいろいろ新
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たな問題も出ておりますが、これらを踏まえまして、南部町ではいろんな問題をまず洗い出して、

それに向けたもの、国や県の動向もそうですが、南部町の現状というものもございますので、そ

ちらも踏まえてこれから対策を練っていきたいと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

 

〇議長（馬場又彦君） これで中舘文雄君の質問を終わります。 

 ここで11時まで休憩いたします。 

（午前10時50分） 

                                           

〇議長（馬場又彦君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前11時01分） 

                                           

〇議長（馬場又彦君） 一般質問を続けます。７番、山田賢司君の質問を許します。山田賢司君。 

（７番 山田賢司君 登壇） 

 

〇７番（山田賢司君） 皆さん、おはようございます。 

 本日は、傍聴席に商工会女性部の方々が来ておられます。忙しい中、議会に関心をいただき、

ありがとうございました。少し緊張しておりますが、私も頑張って質問をさせていただきたいと

思います。 

 近年、日本各地で発生している豪雨は、ことしも九州、秋田で大きな被害がありました。当町

でも７月に避難所が開設され、住民が不安な日を過ごしたと思います。幸いにして大きな災害も

なく、安堵されたと思います。 

 ８月に入り、今度は記録的な日照不足になり、農作物被害を心配する声が多くの方々から聞く

ようになりました。特に米に関しては、穂が出た後の開花期に低温、日が照らず、経験したこと

がない事態に、稲穂が実るのか不安に思っている方々が多いと思います。 

 異常気象の影響は農業だけでなく商工業者にも悪影響を与え、不安な日々が続くのではないで

しょうか。県の調査結果は９月に出ます。その結果を踏まえ、町の対応をよろしくお願いしてお

きたいと思います。それでは、質問に移ります。 

 さきの議会で同僚議員が質問した来年の町長選への出馬についてであります。多選の批判もあ

ると思いますが、３期12年の実績を考えると、これからも町長には町政を担っていただきたいと
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私は思います。統合庁舎建設という大きな決断をしていただきました。建設とともに、町民の意

識も１つにまとまっていかなければなりません。少子高齢化が進む中、工藤町長には決断をして

いただきたいと思います。工藤町長は９月議会で意思を表明したいと言いましたが、どのような

答えになったのかお聞きいたします。 

 次の質問ですが、国の重点施策である一億総活躍社会についてであります。 

 この中身と目的は、大きく２つあるようです。１つ目は、少子高齢化に歯どめをかけ、50年後

も人口１億を維持する。２つ目は、一人一人の国民が家庭で、職場で、地域で生きがいを持って

充実した生活を送ることができる。このことを達成するために、経済成長、子育て支援、社会保

障制度、この３本の矢によって実現するとあります。 

 当町においてこのことを考えたときに、どのような施策が可能なのか、何ができるのか、大き

な課題と考えます。待機児童の解消、幼児教育の無償化等により、子供を産み、育てる環境を整

備する、とありますが、当町では現在もこれ以上の施策が行われています。 

 人手不足の解消のため、介護離職者をゼロにする。予防医療に重点を置き、元気な高齢者にな

っていただく。高齢者の就労に支援することで生産人口をふやしていく。都会では可能なのかも

しれませんが、少子高齢化による地域の労働力不足は年々深刻になってきています。全ての産業

において、不足する労働力は地域の経済を小さくしていくと考えております。 

 労働力の確保のために、定年の延長、高齢者の雇用等が一部の職場で実施されてきています。

私が考えるに、もう一つ、女性の社会進出が重大な鍵だと思います。今では多くの女性の方々が

仕事を持ち、子育てしていると思います。しかしながら、その労働条件や環境は決して恵まれて

いるとは言えません。前にも話したかもしれませんが、私の頭に焼きついて離れない話がありま

す。 

 農家の女性の方が話してくれました。政府は農業の６次産業化を進めます。そのことにより農

家所得を上げていきますと言いますが、それは私たちに寝ないで仕事をしろと言うことと同じで

はないですか。朝から夕方まで畑で仕事をし、夕飯の後から加工や販売の仕事をする、いつ寝た

らいいのですか。この話を思い出すと胸が熱くなります。 

 一億総活躍社会の施策は、この話と同じようなことではないかと思います。体の動くうちは仕

事をしてください、そういうことではないでしょうか。 

 国は、経済規模の大きな産業を視野に政策を進めます。町では、そのこととは別に、地域の産

業構造に合った政策も考えなければなりません。大きな意味で女性の社会進出、労働環境等を、

町長はどのように認識し、考えておられますか、お聞きします。 
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 以上、２つのことを質問させていただきたいと思います。ここにおられる女性の方々は、何ら

かの形で仕事をしておられます。今回の質問を考えるときに、私はその声を聞く機会をふやし、

大事にしていかなければならないと思いました。町長の答弁をよろしくお願いいたします。 

 

〇議長（馬場又彦君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、山田議員にお答えを申し上げます。 

 まず、来年の町長選挙への自身の対応についてのご質問でございますが、６月定例議会に坂本

典男議員から、出馬について、今までの評価とともに出馬に向けてのご要請をいただきました。

その際、９月定例議会において結論を出したいという答弁をさせていただいたところでございま

す。その後、私の後援会、幹事会、また、同志の議員の方々とも相談をさせていただき、後援会

並びに同志議員の方々からも身に余る要請をいただいたところでございます。 

 私自身も今後の町の課題として、今進めておりますまさに大きな庁舎問題、これをしっかりと

計画どおりに進めていかなければならないこと、また、当町として少子化対策、今日までも取り

組んでいるわけでございますけれども、特に次の４年間につきましては、少子高齢化対策、子育

て支援対策、また、若者定住促進、ここが重要になってくるものと思っておりますし、現在も子

育て支援、他の町村にないそういう事業も展開もしておりますし、今後、財政状況を見ながらで

ございますけれども、さらに事業を取り組んでいかなければならない。また、剣吉中学校跡地等

々においても現在、既に造成工事に入ってございます。そこに若い方々が定住できるように何と

か安価で提供し、宅地分譲、あわせて建物を地元業者の方々に協力してもらいながら、建て売り

でできるだけ安く提供、若い人たちが買い求めやすい、そういう計画も今進めているところでご

ざいます。また、農業後継者の問題、そして、きょうは商工会女性部の方々がお見えですけれど

も、決してお見えになったからということではなくて、商工業の推進、まさに地元商工業、ここ

をどういうふうにしていくか、こういうことに力を入れていかなければならない大事な４年間に

なるだろうと、こう思ってございますので、私自身、これを実現なし遂げなければならないと考

えてございます。 

 議員の皆様、また、町民の皆様、そして職員とともに、一緒になって南部町の新たなまちづく

りに取り組んでまいりたいと考え、来年の町長選挙には正式に立候補させていただくことをこの

場で表明させていただきたいと思います。議員の皆様にはさらなるご支援、ご協力を賜りますよ
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うによろしくお願いをいたします。 

 次に、南部町における一億総活躍社会への取り組みについてのご質問にお答え申し上げます。 

 山田議員ご案内のとおり、国の一億総活躍社会を目指す政策においての女性の社会進出につい

ては、当町においても必要なことと考えております。一億総活躍社会を目指す政策は、女性も男

性も、そしてお年寄りも若者も、障害や難病のある方も全ての人が家庭や職場などあらゆる場で

誰もが活躍できる全員参加型の社会を実現するためのものであります。このことにより、少子高

齢化に正面から立ち向かう広い意味での経済政策として子育て支援や社会保障の基盤を強化し、

それが経済を強くするという新たな社会経済システムをつくり出す政策となっております。 

 人口の減少に伴い、労働力人口も同様に減ることから、能力がありながら結婚や介護のために

働くことができなくなった女性の方に再度活躍してもらうことは労働力不足の解消のために急

務であり、女性の方が働き続ける環境をつくるためにはどうしたらよいかが大きな課題でありま

す。 

 青森県では、平成29年２月に第４次あおもり男女共同参画プラン21を策定し、「男女がともに

活躍できる環境づくり」「安心して暮らせる社会づくり」「男女共同参画社会の基盤づくり」の

３項目を基本目標として掲げ、住民一人一人に男女が分かち合い、支え合うことの重要性や必要

性を理解していただき、当町においても町と企業と地域の団体などが同じ考えのもとでこの取り

組みを進めていくことが大切であると考えております。 

 また、今議会に補正予算として計上しております住民基本台帳ネットシステムの改修業務につ

きましても、女性の活躍のための基盤整備といたしまして、希望する方にマイナンバーカードや

住民票への旧姓の併記記載を行い、旧姓使用の拡大を推進し、女性の方が活躍できるよう整備す

るものでございます。 

 今後、当町でも男女がともにそれぞれの生き方や能力・適正を考え、固定的な役割分担にとら

われることなく、女性の方が主体的に選択できる能力を身につけられるよう、キャリア教育や研

修会などへの参加の機会を促進し、女性の活躍の機会を推進してまいりたいと考えております。 

 また、町としては、それぞれの委員会があるわけでございますけれども、その委員の中にも女

性の委員ということを意識しながら、今ふやしているところでございます。 

 また、先ほど山田議員からもありました農家の方々、６次産業化、いつ休めばいいんだと、こ

ういう苦労をされている方々もおられるということで、６次産業化につきましては生産・加工・

販売、そういう部分を一括して行うということで非常に難題もあるわけでございますけれども、

うまく上手にその点をやっている農家さんもあります。後継者がいる方につきましては、生産は
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お父さん、お母さんたちがし、また、加工・販売、そういう部分については息子さんがやってい

ると。数は少ないわけでございますけれども。ですから、女性１人に仕事をしてもらうというこ

とではなく、やはり分担をしっかりしていくということが大事ではないかなと思っております。 

 そしてまた、そういう女性の方々、働く場を探している方々、いかにそういう方々に雇用の場

を提供していくか、これは南部町内だけではある程度限られた部分というのはどうしてもあると

思ってございます。私、かねてから申し上げておりました仕事先等々については、雇用の場が多

い八戸市でもこれはいいのではないか。そして、その分、利便性の高い当町に住んでもらう。そ

ういう１つの政策も１つの考え方でありますし、１つの例でございますけれども、農家の方々の

中に中年の女性の方で、この方が八戸市からわざわざ南部町へ来て農業を手伝っているという例

もあります。話を聞いてみますと、時間給でいただいていると。毎日決められた時間に来るので

はなく、自分が来れる時間、きょうは午前中だけ、あしたは午後だけ、10時から２時まで、３時

まで、そういう勤務にさせていただいているという方がおりました。 

 早急にやはり工夫をし、農業というととかくきついイメージをどうしても持たれることはある

と思いますけれども、決してきつい仕事だけではない。また、少しは楽しみながらやれる作業の

時期ということもあるわけでございますので、そういう部分でやはり工夫が大事かなと思ってご

ざいます。そういう部分をしっかり私ども町としても考え、また、いろいろな方々からご助言を

いただきながら取り組んでいくということが大変大事になると思ってございます。 

 ただ、口で言うのは簡単でございますけれども、実際に今、非常に雇用の、職種によっては農

家の方々もそのようでございます。非常に雇用に関しては苦慮しているというふうに考えてござ

いますので、また、先般、来年度の高校生の求人倍率は1.78倍と出ていましたでしょうか、過去

最高ということで、まさに人材確保をいかにしていくかということを考えていかなければ、存続

していく、これは商工業に関しても農業に関しても同じだと思ってございますので、今後、いろ

いろな部分でしっかりと情報を発信し、そしてまた、こういう勤務体制の働き方もあると、そう

いう部分もしっかり提供してまいりたいと、思っております。 

 

〇議長（馬場又彦君） 再質問ありませんか。山田賢司君。 

 

〇７番（山田賢司君） 答弁ありがとうございました。来期の町長選挙には出馬を決意していた

だいたということでありますので、ぜひ頑張っていただきたいと思っています。 

 次の２つ目で質問させていただきました一億総活躍社会の件の女性の件でありますが、やはり
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労働力が全産業で不足しているということはもう紛れもない事実でありまして、特に地方はどん

どん疲弊していっている部分があります。その中で、町の総合戦略の中で、起業化していただく。

５年間で何社か、目標を持って、あれは多分30社だったかな、起業をするという目標を立ててお

ります。その中で、やはり女性の方の起業というのも考えられないわけではないと。町長がおっ

しゃった農家の方が八戸市から女性の方が時間給で手伝いに来ているとか、そういうものもあり

ますが、やっている方々はごく一部で、その仕組みは大変いいものだということがあるわけです

から、それをコーディネートする会社があってもいいのではないかなと、そういう思いもありま

す。 

 その中で、きょうの新聞を見ましたら、ふるさと納税の資金活用をして起業家支援をしてくだ

さいよみたいな、これから国がそういう施策方針をとっていくというふうな記事を読ませていた

だきました。南部町でも約１億、ふるさと納税があって、まず、自主財源として使える予算は

4,500万程度があるわけですが、その資金を活用して、農業者も含め、全産業においてそういう

起業化、そういう働く人の改善、そういうものに取り組む必要が急務なような気がします。先ほ

ど町長、来期に向けてそういうものも重点施策として私は考えているということがありました

が、その辺を含めまして、これから南部町が来年度予算をつくるときにどういう思いでいくのか

わかりませんが、その点を十分含めて予算編成していただきたいと考えております。起業化させ

るということについて何か町で答弁がありましたらよろしくお願いします。 

 

〇議長（馬場又彦君） 商工観光交流課長。 

 

〇商工観光交流課長（久保田敏彦君） 先ほどの山田議員のご質問でありますけれども、まず、

大きくはやはり家庭のあり方、そして、楽しく人生を生きるというワークライフ、バランスに関

連することだと思いますが、そこは先ほど町長が答弁したとおりでございまして、私のところは、

起業という部分でお答えしたいと思います。 

 現在、消費の約８割は女性が占めていると言われていることもございまして、やはり南部町で

１つ例をとりますとチェリーセンターのような形で、まず、女性が中心となった創業というのが

社会進出も含めて大きなテーマであると考えております。その中で当町独自の女性のみを対象と

した支援策というものは現時点でございませんが、青森県におきましては、農山漁村の女性起業

家育成のフォローアップ事業というものがございまして、これは金額は大きくはございません

が、そのような農林漁業に従事する女性の方々に対して２分の１、50万を上限で助成するという
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事業がございます。また、未来を変える挑戦資金というものもございまして、これは若者と女性、

そしてＵ・Ｉ・Ｊターンの方々に対して有利な低利での資金を行う制度がございます。また、融

資の際には、町でも融資をする際に発生する信用保証料というのがあるんですけれども、県が３

割、町が５割負担をするというようなことは町でもやってございます。また、日本政策金融公庫

といういい制度があるんですけれども、これも女性と若者、これにシニアの方々も含まれますが、

その方に対しましての支援資金として低利の融資を行っているということがございます。 

 我々商工観光交流課としましても、新規創業や、あるいは現在営業している事業者が継続して

いくために何か支援ができないかということにつきまして、今、課内でも模索しているところで

ございます。今後は、関係団体や関係各課と連携しまして、町民全員が元気に活躍できるような

支援策を検討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

 

〇議長（馬場又彦君） 町長。 

 

〇町長（工藤祐直君） 起業家の方々への考え、町長何かないかということでございました。 

 まだ具体的には動いておりませんが、構想として考えているのは、今後、町の公共施設等々に

あきがあった場合、そういう部分を起業をする方々に提供し、１つにまとめたい。ただ、起業を

起こしたいと、また、現在行っているところからそこに移ってきたいと、その方々を集めるとい

うのがちょっと大変だろうと思いますけれども、そういうことをまさに来年度以降、少し計画を

立てて何とか実現できればなと、こういうふうに考えております。 

 

〇議長（馬場又彦君） ほかに質問ありませんか。山田賢司君。 

 

〇７番（山田賢司君） 今、いろいろ意見をお聞きしました。起業というのは大変な決断が要る

ことであります。今、県の助成金、国の助成金、そういうものがあるわけですが、町単独の助成

というのも考えられないわけではない。ふるさと納税資金を活用できるのであれば、全額でなく

てもいいですから、その辺を何とか経済効果が出るようなものに使っていただきたいなというよ

うな思いがあります。 

 なかなか、会社を起こしてそれが成功するというのは並大抵のことじゃないと思います。先ほ

ど町長が言った庁舎等、空き庁舎、空きのところに事務所を構えるということだけでもやはり前
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向きに考える人間はいるのではないかなと思いますので、町長にはぜひアイデアを出していただ

いて、いろんな面でこれからも、来期、多分町長選挙があるわけですが、その辺を含めて頑張っ

ていただきたいなと思います。 

 質問は以上です。終わります。 

 

〇議長（馬場又彦君） これで山田賢司君の質問を終わります。 

 次に、６番、西野耕太郎君の質問を許します。６番、西野耕太郎君。 

（６番 西野耕太郎君 登壇） 

 

〇６番（西野耕太郎君） おはようございます。 

 商工会女性部の皆様には、本当に傍聴ありがとうございます。 

 私は３点について質問したいと思います。 

 第76回南部町議会定例会において一般質問の機会をいただき、感謝申し上げます。 

 先ほどは山田議員の質問の中で、来年度、任期を迎える町長選挙について工藤町長は出馬を表

明いたしました。南部町のためにさらなるご尽力をお願い申し上げまして、通告に従い３点につ

いて質問いたします。 

 その前に、質問の前でございますけれども、29日早朝でございます。携帯電話にＪアラートが

入りました。北朝鮮が北東方向に弾頭ミサイルを発射、避難を呼びかけたものですが、幸い被害

がないとはいったものの、このサイレンを聞いて戦前の方々は昔の空襲の考えが浮かんだのでは

ないかと。私は戦後の子供ですので、サイレンを聞いたとき、これはすごいなと自分でも大変、

ちょうど孫がおりましたけれども、心配しました。本県には、米軍と航空自衛隊が共存する三沢

基地があります。三沢市からそう遠くない南部町としては、国に対してやはりこの北朝鮮が暴挙

を繰り返すことがないように抗議することを町長にお願いし、質問に入りたいと思います。 

 南部町内における遊休農地、耕作放棄地対策についてであります。第74回定例会で、同僚議員

の松本議員が質問しました耕作放棄地の現状についてであります。 

 まず１点目は、耕作放棄地が町全体で654ヘクタールあると答弁していますが、この内訳につ

いて、水田、普通畑、果樹それぞれの面積と農家戸数がわかればお知らせ願いたいというふうに

思います。 

 ２点目でございます。２点目は、町内の担い手、認定農家、中心経営体の数を、特に中心経営

体という言葉は余り聞きなれない言葉でございます。この中心経営体というのはどのような農家
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を指すのかお知らせいただければなというふうに思います。 

 次に、３点目でございます。耕作放棄地の減少対策について、町農業委員会では今後どのよう

にこの解消対策を進めるのか、具体的にお知らせ願いたいというふうに思います。 

 前回の松本議員への答弁ですと、現地調査による耕作放棄地は213ヘクタールあり、そのうち、

再生可能な面積が79ヘクタールで再生困難な面積が134ヘクタールと答弁しております。農業セ

ンサスの調査では、町の農地面積は4,314ヘクタールで、そのうちの耕作放棄地が654ヘクタール

と答弁していますが、センサスによる面積と現地調査による面積の開きが約441ヘクタールあり

ますが、これについてはどのように理解すればよいのか質問いたします。今回は、赤石農業委員

会長さんも出席しておりますので、よろしくご答弁をお願い申し上げます。 

  

〇議長（馬場又彦君） 農業委員会会長。 

（農業委員会会長 赤石敏文君 登壇） 

 

〇農業委員会会長（赤石敏文君） 昨年４月に農業委員会の会長に就任しました赤石敏文でござ

います。西野耕太郎議員のご質問への答弁に先立ちまして、私が農業委員会の会長に就任して初

めての登壇ですので、一言ご挨拶申し上げさせていただきたいと思います。 

 農業委員会では、我々委員が一丸となって、農地法の適正な執行と農業者が意欲を持って農業

に従事する環境づくりの実現のために日々、活動に取り組んでおりますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 それでは、西野耕太郎議員の質問にお答え申し上げます。 

 まず、平成29年６月の第74回定例会におきまして、松本啓吾議員の質問に、当町の耕作放棄地

の面積は654ヘクタールと申し上げております。これは、国が５年ごとに行っている農林業セン

サスの最新版である2015年版に示されている面積をお答えしたものでありますが、その内訳は、

販売農家、自給的農家、土地持ち非農家の３つの区分で耕作放棄地の面積と農家数について示さ

れており、それぞれ申し上げますと、販売農家につきましては耕作放棄地面積は306ヘクタール、

農家戸数は600戸、自給的農家につきましては耕作放棄地面積は102ヘクタール、農家戸数は

196戸、土地持ち非農家につきましては耕作放棄地面積は245ヘクタール、農家戸数は458戸、農

家戸数の合計は1,254戸となっております。ただいま申し上げた内訳の面積合計は653ヘクタール

となっておりますが、これは合算過程における小数点以下の端数処理によるものです。 

 １点目のご質問の水田、普通畑、果樹等の面積と農家数でございますが、農林業センサスにお
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いては販売農家のみを農地の地目ごとに調査対象としており、自給的農家、土地持ち非農家は対

象外とされておりますので、販売農家の耕作放棄地面積306ヘクタールの内訳を申し上げますこ

とをご了承いただきたいと思います。 

 その内訳ですが、田につきましては耕作放棄地面積が70ヘクタール、農家戸数は311戸、畑に

つきましては耕作放棄地面積が161ヘクタール、農家戸数は333戸、果樹につきましては耕作放棄

地面積が75ヘクタール、農家戸数は173戸となっております。なお、今申し上げました農家戸数

を単純に合計すると817戸となり、先ほど説明した販売農家戸数600戸より217戸多くなるのは、

複数の地目の農地を所有する農家に重複があることによるものです。 

 次に、２点目の担い手、認定農家、中心経営体等の人数でございますが、こちらは農林課が担

当しておりますので、工藤町長からご答弁いただくことでお願い申し上げます。 

 次に、３点目の耕作放棄地の減少対策を今後、町、農業委員会ではどのように具体的に進めて

いくのかについてですが、ご承知のとおり、農業委員会等に関する法律の改正法が昨年４月１日

に施行され、農業委員会においては農地等の利用の最適化の推進が最も重要な必須事務として位

置づけられております。当町においては昨年４月、現在の新体制に移行し、27年度までは26名だ

った農業委員が28年度から16名になり、平成31年度までの３年間の任期で委員活動を行っており

ます。また、同じく28年度から、新たに農業委員とは別に、各地域において農地利用の最適化を

推進する農地利用最適化推進委員が新設され、14名の推進委員が農地パトロールを行っておりま

す。 

 南部町は、平地と中山間地が混在し、それぞれの地域によって農地の利用状況が異なっており、

地域の実態に応じた取り組みとそれに向けた対策の強化を図ることが求められているところで

あります。最近、農業委員会へ寄せられた相談の内容をご紹介したいと思います。「今まで耕作

してくれていた方から、高齢や自己都合を理由に農地貸借の更新を断られた」「今まで親が田畑

を耕作していたが、年をとってやられくなってしまった」「跡取りである自分は会社勤めをして

いて農地を管理できない」「誰か借りてくれる人はないか。借り手の当てがなく、自分では探せ

ない」。以上でありますが、このような相談者には農地中間管理機構への貸し出しを申し込むよ

う強く進めております。 

 国は、農業競争力を強化するため、農地中間管理事業による担い手への農地の集積を強く推進

しております。南部町のような小さな農地が多い中山間地では、現状維持意識を持つ方が多く、

圃場整備などの事業が行われていない未整備地区の農地の集積はなかなか難しいところであり

ますが、農業者の高齢化と担い手不足が進んでいる中、農地を守り、また、農地を有効利用する
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ために地域の農地に責任を持つ農業委員会の役割は極めて大きいものと思っております。 

 農業委員会では、耕作放棄地解消対策の強化を図るため、農地パトロールについては昨年、農

地利用最適化推進委員14名で２人１組の７班体制で行っておりましたが、今年度は農業委員もパ

トロールに加わり、農業委員と農地利用最適化推進委員との混成により、２人から３人を１組と

して12班体制で行っております。 

 また、町と貸し出しを希望している農地情報を共有するなど、今後もより一層、農地中間管理

機構と連携を強化し、事業の周知と利用の促進を行います。また、農地パトロールで得た情報を

もとに農地の出し手と受け手の調整役を担えるよう体制を強化するとともに、耕作放棄地の解消

を図ってまいりたいと考えております。 

  

〇議長（馬場又彦君） 町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、私からも答弁申し上げます。 

 まず、１点目の耕作放棄地の面積等についてでございますが、ただいま農業委員会会長が申し

上げた数値は、町も共有しているところでございます。 

 ２点目の担い手、認定農家、中心経営体等の人数についてでございますが、それぞれの用語の

定義は、担い手については広義的には今後、農業経営に携わっていく人のことでありますが、人

・農地プランで言うところの狭義的担い手とは、認定農業者と中心経営体を合わせた農業者数に

なります。 

 認定農業者については、農業経営基盤促進法に基づき、市町村から経営改善計画の認定を受け

た経営体になります。 

 次に、中心経営体でございますが、人・農地プランに係る地域座談会において、今後の地域の

中心となり、また、農地の受け手として位置づけられた経営体となります。 

 なお、認定農業者と中心経営体は重複がございますので、合計数は担い手の数に一致しないも

のであることをご了承いただければと思います。 

 平成29年７月末現在のそれぞれの数は、担い手につきましては南部地区58人、名川地区83人、

福地地区94人の計235人となっております。 

 次に、認定農業者につきましては南部地区57人、名川地区70人、福地地区51人、八戸３人の計

181人となっております。 
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 次に、中心経営体につきましては南部地区49人、名川地区70人、福地地区67人の計186人とな

っております。 

 ３点目の耕作放棄地の減少対策を今後、町、農業委員会では具体的にどのように進めていくの

かについてでございますが、現在、耕作放棄地の解消対策に係る事業といたしましては、耕作放

棄地再生利用緊急対策交付金がございます。この事業は平成21年度から平成30年度までの事業と

なっておりますが、平成29年度から荒廃農地等利活用促進交付金と名称を変え、平成33年度まで

を事業期間とする事業として展開することになっております。 

 当町では、この事業の活用実績は平成21年、22年度に面積0.2ヘクタール、農家戸数１戸と少

ないものとなっております。また、農地中間管理機構におきましても、この事業の中で借り手の

要望により機構が耕作放棄地を再生し貸し付ける事業がありますが、現在、実績はございません。 

 これらの事業の活用実績が少ない要因といたしましては、補助率が２分の１で自己負担がある

こと、耕作放棄されていない農地を借りたほうが費用がかからず効率的であること、農地を借り

たほうが生産効率のよい土地を選ぶことができることなどが考えられます。 

 また、耕作が放棄された樹園地の病害虫発生防止策として、県単独事業に町がかさ上げして実

施している放任園対策事業があり、事業実施により耕作放棄地は解消されておりますが、再生に

は至っていないのが現状であります。 

 ご質問の耕作放棄地の解消につきましては、後継者の不足、就業者の高齢化など、農業を取り

巻く状況を見ますと町が独自で対応していくには非常に難しい課題であると認識しております

が、町といたしましては、町農業委員会と協力し、国・県及び関係団体と連携しながら、引き続

き耕作放棄地の対策として、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金や農地中間管理事業、放任園対

策事業の周知と利用の促進をさらに強力に推進するとともに、どのような施策が効果的かを模索

しながら、財政状況等を考慮し、総合的に判断し、対応してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

〇議長（馬場又彦君） 再質問ありませんか。西野耕太郎君。 

 

〇６番（西野耕太郎君） 答弁ありがとうございました。 

 農業委員会の会長さんから、いろいろ調べていただき、また、実績等調査していただいたとい

うことで、耕作放棄地、その中でも水田が約70ヘクタールあると、果樹が75ヘクタールですか、

あるということで、この数が大きいか少ないかということなんでしょうけれども、この耕作放棄
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地が問題になり始めたのは平成20年あたりからだというふうに私は思っているんですけれども、

まず、こういうふうに至った原因というのは、やはり国が農業政策の中で進めてきた中で、戦後、

食料増産を図るということで、昭和50年代、私が役場に入る前までは、入ってからもそうですけ

れども、食料の増産体制をしてきたと。平成に入ってですかね、昭和60年あたりから、米につい

ては新規開田は認めませんというような結果になって、要するに逆さやの方向になったものです

から、そういうものがあると。さらには、少子化対策が進んできたというのがあると思うんです

けれども。 

 米の場合、水稲、水田の場合でありますと、それでも基盤整備等が進んできましたので耕作放

棄地というのはそんなに目立たないんですけれども、我々のような中山間地域の果樹を中心とす

る地域では結構多くなってきていると。75ヘクタールということなんですけれども。この放棄地

がまだまだ進んでいくというふうに私は思っております。 

 町長は先ほど答弁の中で、結構、認定農業者、それから中心経営体、担い手等の数等あるんで

すけれども、やはりこの担い手の方々、中心経営体の方々に農地を集約、特に水田はそれで進ん

でいくんでしょうけれども、問題は果樹、畑作、特に果樹が今、私も地域の中を見ていますと多

いと。その中で、例えばリンゴをやめましたという場合に、県の放任園の対策事業があるという、

町がかさ上げしてですね。これは多分、木を伐採してやる事業なんでしょうけれども、なかなか

それも進まないと。要するにもう放任園の状態になって、腐らん病が蔓延して。何を言いたいか

といいますと、隣にそういう畑があると、果樹園があると、私のところが何ぼやっても大変だよ

というような苦情をたびたび私も聞くようになってきましたので、松本議員が前回の中で取り上

げたものですから、私もどうしてもこれは避けて通れない、今後も進む、増加傾向にあるのかな

というふうなことからあえて質問したわけなんですけれども。 

 町長が先ほど答弁しました耕作放棄地再生利用緊急対策の事業、これは国が新しくやっていま

すけれども、先ほどの中で平成21年から平成30年までが、名称を変えて平成33年まで延びたとい

うことで、まだまだこれは、33年どころではなくて、国自体がもうどうしようもない事態に入っ

てきていますので、当然まだまだこの事業は進めていくのではないかなという気がしているんで

すけれども、この中間管理機構と町との連携といいますか、それがやはり、中間管理機構は要す

るに、今言いました再生利用緊急対策事業ですか、これを受け皿にする実施主体ですので、直接

には町にその交付金が来るわけではないということもあります。先ほどの実績の中で町長も答弁

していましたけれども、21年では0.2ヘクタールで１戸しか出なかったということで、なかなか

正直な話、国がやっている事業ですし、もちろん、今言いましたとおり中山間地域ですので進ま
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ないというのが実情であります。このままではどうしようもない、何とか手を打っていかなけれ

ばならないというふうに私も、関係する議員の方々もそう思ってはいると思うんですけれども。 

 じゃあ、どのようにすればいいのかということでございますけれども、中間管理機構は県の出

先が三八地域県民局の中にあると思うんですけれども、職員が何名かしかいないと。農業委員会、

それから農林課と話ししてもなかなか進まないという状態であれば、町独自のやはり地域に対す

る農業支援システムをつくっていくべきではないのかなと。それには担い手対策もそう、ブラン

ド対策もそう、もちろん農地対策を進めるということが必要条件になりますけれども。 

 なぜこれ、今回また繰り返したかと言いますと、松本議員が言ったのを繰り返したかと言いま

すと、町長も出席していましたけれども、７月19日に当町で開かれました全国中山間地域振興対

策協議会東北支部協議会の中で弘前大学の先生が講演されましたけれども、この中で北海道の栗

山町という町が町独自の支援をやっていると、要するに農業公社みたいなものをつくって成果を

上げているということが紹介されました。町長も多分これを聞かれていると思いますので、私は、

町独自で取り組むべきではないのかなということで今回質問したわけなんですけれども。これに

ついては、栗山町は土地基盤整備、あるいは、名称は忘れましたけれども、保全対策の環境保全

隊が南部町にもあるわけですけれども、その環境保全隊からのお金を20％ぐらいいただいて、そ

の中で運用しているとかですね、もちろん町独自でも予算を出して、予算案をつくってやってい

るということなので、やはりそういう専従の職員をもう置く必要があるのではないかと。 

 農業委員会、町だけではなかなか、農家の方々と、要するに耕作放棄地というものと遊休農地

との違いということになるんでしょうけれども、耕作放棄地というのは１年休んで、その次の年

に再生可能があるのが耕作放棄地と言うんだそうです。遊休農地というのはもう休んだ農地とい

うことですので。遊休農地となればもう再生可能というのはほとんど不可能になるのかなと。で

すので、今、南部町にある中で、遊休農地と耕作放棄地、同じような概念でしょうけれども、耕

作放棄地の中で再生可能なのが先ほどの中でありました79ヘクタールですか、ぐらいのものがあ

るというのであれば、やはりその地域の中で見れば、もうここは再生可能でないとか再生可能だ

とかあると思うんですよ。それは農業委員会が調査すればわかってくると思いますので、その辺

をより詳しく調べて農家の方々との話し合いをするとかしていかないと、まだまだふえてくるの

かなという気がしています。私は、そういうことで、栗山町が独自でやっているということを取

り上げていますので、これについて町長はどういうふうな、講演を聞いて思ったのかお願いしま

す。 
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〇議長（馬場又彦君） 町長。 

 

〇町長（工藤祐直君） 先般、全国中山間地域振興対策協議会東北支部協議会ということで当町

のバーデハウスで開催をしたところであります。西野議員さんと私も、もちろん私は県のほうの

支部長でございますので出席したわけでございます。その中で、栗山町さんが取り組んでいる農

業振興公社の例を紹介、講演をお聞きしました。本当に当町を含めて全国的に、耕作放棄地の課

題というのは全国どこでも同じ課題だと思っております。当町においてもそうなわけでして。西

野議員さんもおっしゃっておりました水田につきましては、中間管理機構、こちらが取りまとめ

をしておりまして、正直、中間管理機構のほうも頭は水田しかほとんどない、果樹については余

り考えていないとこういうことでございます。そういう中で、問題は果樹の部分なわけでござい

ますが、本当に苦慮するところでございます。 

 栗山町さんは、議員もお聞きになったとおり、町、農業委員会、また、農協さん、土地改良区

さん等々からも職員を出向させて、５年かかったようでございますけれども、そういう中で公社

として取り組んでいると。ただ、１つは、水田、畑作だからある程度取り組める部分があるわけ

でして、果樹園となるとなかなか同じようにはいかないだろうなと。ただ、議員もおっしゃって

いたとおり、何もしないでというわけにはいかないわけでございますので、弘前大学の先生等々

と果樹を中心として栗山町さんがやったような取り組みができないものか、担当職員のほうと連

携をとらせていただいて、勉強させていただいて、どういうやり方であれば可能なのか。ただ、

正直難しいと思っております。ただ、少し勉強させていただいて、どういうふうにすれば、全部、

75ヘクタール全てとは言わなくても、その中で数％でも仮にできるようになっていけばひとつづ

づ解消されていくのかなと思ってございますので、ここは少しお時間をいただきながら取り組ん

でいきたいと思っております。 

 

〇議長（馬場又彦君） 農業委員会事務局長。 

 

〇農業委員会事務局長（松橋 悟君） 先ほど町長が申し上げた北海道の栗山町農業振興公社で

は、町から農地利用集積円滑化団体の承認を受けて、農地売買等の事業も行って、停滞していた

農地の流動化、いわゆる農地の貸借や売買の権利移動を促進するということです。農地流動化を

進めるために町公社が農地の貸し借りに取り組んでいるもので、耕作放棄地の解消の対策として

大変参考になるものと考えています。農業委員会では当然、町とともに、耕作放棄地対策として
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どのような施策が効果的なのかを考えて、耕作放棄地の解消を図ってまいりたいと思います。 

 それから、農林業センサスにおける耕作放棄地面積654ヘクタールと町が現状把握している面

積213ヘクタールになぜ差があるのかということでございますが、2015年農林業センサスにおけ

る南部町の耕作放棄地面積が654なんですが、これはセンサスの調査対象者がみずからの農地の

状況を耕作放棄地であると国の調査に対して回答したものの合計の値となっております。南部町

が調査により現地の状況の把握をしている耕作放棄地面積213ヘクタールというものは、実際に

町の農地パトロールをしている昨年からの農地最適化利用推進員の方々が実際に現地に出向い

て、１筆１筆現地の状況を目で見て確認したもので、それの集計が今現在213ヘクタールで、そ

の中で再生の可能な農地が79ヘクタールあるというものを把握しているものでございます。農業

委員会のほうでは今後も引き続き現地調査を行うこととしておりますので、これからも現況の把

握に努めて、町の農地の状況について、耕作放棄地の防止に努めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

 

〇議長（馬場又彦君） 農林課長。 

 

〇農林課長（東野成人君） 先ほどの中山間地域振興対策協議会の研修会におきまして、弘大の

助教で農学博士の正木 卓先生から北海道の栗山町の公社についての事例を紹介させていただ

いたところでございますけれども、先生は平成28年11月まで北海道大学で指導されておりまし

て、この栗山町の公社のアドバイザーとしても活躍されていたということでございます。それで、

平成28年12月に弘大に赴任となりまして、先生が青森県の農業・農村の体系につきまして独自に

調査・研究をしたいということを考えているということで、特に県南地方の農業の体系について

大変興味を示されまして、研修会の講師をお願いしたご縁で、当町の６農家を紹介いたしまして、

今週の月曜日、火曜日に２日間、先生が現地調査に入っているところでございます。町といたし

ましても、この栗山町の公社のことについて、農業体系とか、水田、畑作中心の町でございます

ので、先生の調査・研究の結果を先生が提供してくださるということでございまして、町でもそ

の後、検討していきたいというふうに考えております。 

 それで、栗山町でございますが、公社立ち上げに５年間という期間を要したということでござ

いまして、最初は道、町、農業委員会、農協、土地改良区の５名で出向して公社の実務を行って

いるということでございます。当町といたしましても、公社等の外部組織等の設立につきまして

は農業関係機関の人的な協力と財源等が必要となるため非常にハードルが高いものと思ってお
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りますけれども、先ほど申し上げました正木先生の調査・研究成果を参考にしながら、当町に合

った組織体制とはどういうものなのか、また、ほかに効果的な施策があるのかということを模索

しながら総合的に判断していかなければならないと考えておりますので、議員皆様のご理解とご

協力をお願い申し上げます。 

 

〇議長（馬場又彦君） 西野耕太郎君。 

 

〇６番（西野耕太郎君） 町長、答弁、それから関係課長、ありがとうございました。 

 そのとおりであります。この中山間地の耕作放棄地、要するに果樹、畑作も含めてなんですけ

れども、なかなか大変だなと。どうすればいいのかなと私も見ていまして、どうすればいいのか

なというので手の打ち方がないという中で、町長のほうからも答弁をいただきました。 

 遊休耕作放棄地の一番多いのが、関東、甲信越だそうです、国の調査によりますと。一番少な

いのが北海道。２番目に多いのが東北です、やはり。ですので、耕作放棄地が多い、甲信越地域

が多いというのは、私はやはり担い手がいないからと。要は働き手がいない。甲信越地方は、東

京とかそのあたり、関東もそうですけれども、多くなっているのではないのかなと。東北は逆に、

今までいろいろと国のために、それこそ食料難のときに一生懸命開田をするなり、新規に果樹地

帯を県営とか国営の農地を造成してきているんですよね。昭和50年、60年代まで。私も役場の職

員でありまして、農林課に16年もいましたのでわかっていますけれども。旧名川町時代ですけれ

ども、葉柴山の開発、県営、それから石名坂の開発をやっていました。そこだけでも約100ヘク

タールです。私はそこに、果樹の担当でしたので全てリンゴを植えさせました。昭和50年代です。

その部分が、まず簡単に言えば耕作放棄地になっていると。大変私は心が傷んでおります。その

当時、一生懸命、これからリンゴがいいですよと言いながら植えさせた結果が今はそうじゃない

と、裏目に出ていると。もちろん、担い手不足、それからこの構造改革、変わったからというの

もあるでしょうけれども、しかし、やはり当町は農業が基幹産業の町という触れ込みでおります

ので、何としてもこの耕作放棄地についてはできるだけ解消をしながら、そしてまた、担い手の

方々、認定農家の方々、中心経営体の方々に規模拡大を図らせながら、また、所得を上げさせる

というのが大変必要なのだと。先ほど山田議員が言っていましたけれども、農家が大変ですと商

工業も大変ですと言っていることが私もそう思いますので、何とかやっていただければなと。 

 それから、もう一つには、もう農林課は知ってますけれども、これは遊休、耕作放棄地とは書

いていないんですね。遊休農地の固定資産税が変わると。要するに、遊休農地の方々に対しては
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固定資産税を上げますよというのが国の政府の中でも決定しているわけですよ。平成28年に通っ

ていますので、29年から実際実施されているわけですけれども。これは該当するのは青森県もな

るのかというとそうではなくて、特定の県がまず該当すると。さらには、農地法に基づいて農業

委員会が、ここに書いていますけれども、遊休農地として農業委員会が認定すると固定資産税が

変わってきますよと。ですので、こういうのもありますので、何とか南部町の耕作放棄地、遊休

農地対策については、大変な問題だというのはわかりますけれども、そのままにしておかないと

いうのを我々議員も同じく共有しながら、この場で話し合いをしていかなければまだまだ増加す

るものという懸念がありますので、今回、松本議員が取り上げたのを再度質問したわけです。ひ

とつよろしくお願い申し上げまして質問を終わります。 

 

〇議長（馬場又彦君） これで西野耕太郎君の質問を終わります。 

 ここで昼食のため、午後１時10分まで休憩といたします。 

（午後０時11分） 

                                           

〇議長（馬場又彦君） 休憩を解き会議を開きます。 

（午後１時10分） 

                                           

〇議長（馬場又彦君） 一般質問を続けます。16番、川守田 稔君の質問を許します。川守田 

稔君。 

（16番 川守田 稔君 登壇） 

 

〇16番（川守田 稔君） 私は、助成制度等を含む県、省庁からの情報収集の仕方について質問

したいと思います。 

 県や省庁、いわゆる一般財団法人、特殊財団法人等が行うさまざまな助成制度があります。そ

れらの情報は町はどのような手段で取得しておられるのか。本当に実に多くの助成制度が存在す

ると想像できるんですが、あくまで私の主観ではありますが、それらは余り目立たないようにと

いいますか、何か探している人にとっては決して好意的な公表の仕方をしていないのではないか

と思うことが多々あります。 

 いつの間にか募集が終了しておったり、中には公募されていることも気がつかないまま、知ら

ないまま公募が終了してしまっているという類いの助成制度が実に多くあると思われます。もし
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これらの助成制度を効率よく把握していれば、町民に対しても情報提供という形でサービスして

あげられるのかなと思います。必要であれば、申請に必要な手続のお手伝いをしてあげるという

のも町の大事な業務の１つかなと思う次第であります。それらをどのような情報収集の手段でも

って把握なされておられますでしょうか。年間といいますか、またはこれまでどれくらいの件数

を活用なされておられるのでしょうか。実績等を示してご説明いただければと思います。ご答弁、

よろしくお願いいたします。 

 

〇議長（馬場又彦君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、川守田議員にお答え申し上げます。 

 まず、国が自治体に交付する補助金や助成金等については、一般的には交付対象補助金等を所

管している各省庁から、県の担当部局を通して、町の担当課に補助事業の内容及び申請について

の照会があります。ただし、近年では、情報通信技術の発達を背景として国から直接、町に対し

て補助事業についての情報の提供や申請照会としている事業もございます。 

 また、県単独の補助事業につきましても、事業を所管している県の担当部局から町の担当課へ

照会があります。このような補助交付金の交付対象事業については、福祉、産業の振興、生活環

境の整備、教育文化に係る事業など多岐にわたっております。 

 県から照会のあった補助金などにつきましては、担当課において事業内容を確認し、対象が団

体や住民となる場合には関係者の方々へ直接周知を行い、募集を行っております。ただし、例外

的に、国の緊急的事業による補助金の交付事業については、事業決定から補助金の申請までの期

間が非常に短いことがあり、事業の周知・募集期間の確保に苦慮する場合もあります。 

 なお、補助金の交付申請については、対象となる事業について申請することとなりますが、国

や県の予算上限額が定められておりますので、申請した全ての事業費等が満額、認可決定となら

ない場合があることはご承知のことと思います。 

 平成28年度におきまして国の補助金の決定を受けた事業は、町道及び公営住宅整備事業費に対

する社会資本整備総合交付金など41件で５億420万円となっております。同じく、県の補助金の

決定を受けた事業は、特産果樹産地育成事業補助金など44件、１億4,000万円となっております。 

 町では、国・県の補助金などのほかにも宝くじ等の収益金を財源として助成金を交付している

各種財団法人も積極的に活用しております。財団などから事業申請などの照会があった場合に
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は、速やかに全ての課へ照会を行い、できる限り活用するようにしております。平成28年度の実

績は14件の4,700万円であります。 

 町では、新規事業を計画する際には必ず県へ事業内容を照会し、対象となる補助金などがある

か確認しております。また、その他の助成金などについても、照会があった場合は、受け付けた

担当課だけでなく関係各課に周知し、対象となる事業の有無を確認しておりますので、募集期間

が終了し、補助金等を使えなかった事業はないものと考えております。 

 ただし、現在は、町を通さず、ホームページで個人や企業を対象に直接、補助金等の受け付け

を行っている事例もございます。そのような場合は、情報として町への通知・照会などがありま

せんので、把握できないものもあるということはご承知いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

 

〇議長（馬場又彦君） 再質問ありませんか。川守田 稔君。 

 

〇16番（川守田 稔君） 結構、省庁のほうから照会された助成事業というのは、効率よく使わ

れておるのかなというイメージがありました。ですが、どういった助成制度でも、例えばこうこ

うこういう対象、こういった事業をというようなものがあるわけですが、それをどういうふうに

町の事情を制度に対して町がアダプトさせていくかというような、そのような苦労もあるかと思

うんですが、そのような事例がありましたら教えてください。 

 町長も答弁でおっしゃられたように、昔は、国から県を経由して町におりてきて、例えば農協

ですとかというような補助の仕方というのが一般的だったのかなと思うんですよ。もしくは、例

えばモデル事業という形で提案して予算確保してくるとか、そういった時期もあったように記憶

しております。ですが、町長がおっしゃるように、今は国・県から直接、一般事業者、町民に対

して公募するというような、そのようなケースが非常に多くなったなという印象がございます。

世の中に一体どれほどの補助金だとか助成、そういった類いの募集があるのかなというと、想像

がつかないんですよ、私は。ですが、山田議員の質問ですか、に関して、例えば起業化を進めて

いくというような方向性を持っているのであれば、そういった、立ち上げたはいいですが、それ

を維持していくことに関して、やはりそういった類いの、町に対して直接照会があるような類い

のものではないような制度というのも当然、必要になってくるんだと思うんです。 

 町単独で助成するにも、非常に限界があるかと思います。そういった意味で、私が申すいわゆ

る余り探すほうには好意的でないような公表の仕方をしているような、例えばそういったものと
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いうのは、いわゆる財団法人の類いですとか何とか協議会というものが独自に持っている予算と

いうのも多々あると思います。そういうところに目を向けて情報収集をしていく必要がこれから

は、今さらですが、これからはあるのではないかなと思う次第であります。それを情報提供して

いくというサービスも必要なんじゃないのかなと思います。この点についてどう思われますでし

ょうか、ご答弁願います。 

 

〇議長（馬場又彦君） 企画財政課長。 

 

〇企画財政課長（西舘勝彦君） 補助事業の場合でございますが、町がこれから進める事業、新

規事業を進める場合、補助事業があるかどうかをまず照会します。照会しますというか、調べま

す。それで、補助事業があった場合は進めていく。その補助事業を活用しまして進めていくとい

うふうな形を、県・省庁に対してでございます。あと、個人の方が例えば省庁のホームページな

りを見まして、こういう補助制度があるんだけれども活用できないかというご相談がある場合が

ございます。その場合は、一緒に考えてアドバイスなりをしているというような状況で、ホーム

ページなどに載っております各種補助事業というのはかなりの量がございまして、全てを町が把

握しているかと言われますと全てはちょっと把握できないというふうなことでございます。 

 あと、１つつけ加えさせていただきます。助成金の制度でございます。今、自治総合センター

のコミュニティ助成金というのがございまして、そちらのほうは先日、平成30年度の照会があり

まして、今、至急、町内会長さん、行政委員さんのほうに通知を出しまして、事業の活用をお願

いしているというふうにしております。 

 以上でございます。 

 

〇議長（馬場又彦君） 商工観光交流課長。 

 

〇商工観光交流課長（久保田敏彦君） 先ほど川守田議員がおっしゃったとおり、全くそのとお

りだと思っておりまして、実はこの一般質問が来たときにその辺を勉強させていただきまして、

「今さらながら」というお言葉もございましたが、私のほうでも、今現在、提供できるものとし

ましてホームページ上に掲載させていただいたところでございます。 

 まず、今、商工観光交流課関係でありますと、中小企業庁関連の「ミラサポ」と言われるサイ

トと、それが中小企業とか小規模事業者を応援するようなサイトでございます。あと、中小企業
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基盤整備機構という一般的に中小機構と言われているところの関連の「Ｊ－Ｎｅｔ21」というサ

イトもございます。こちらのほうも中小企業への支援施策の情報を掲載するサイトということで

ございます。これらの２つのサイトを確認してもわかるんですけれども、補助金等の情報が非常

に多くて、種類が多岐にわたりまして、さらに量も非常に多い状態になっています。当然、これ

は町には周知されるものではございませんので、必要とする方が自分に合った助成制度などをそ

れぞれのサイトで確認するという形式をとられているということでございます。ただ、先ほども

申し上げましたとおり、町としましてもやはり起業、創業を支援する立場としましては、その辺

のところも、そっちを見てくださいというのも確かなんですけれども、こういうものがあります

よという紹介をやはりするべきだろうと思いまして、先日、ホームページに掲載させていただい

ておりますので、そちらもご覧になっていただければと思います。 

 また、商工会関係でございますけれども、ＩＭというインキュベーション・マネジャーという

資格をお持ちの方が商工会にはいらっしゃいます。これは、起業するという方や助成を必要とす

る方が商工会に相談に行ったときに、相談に乗って、こういう助成金がありますよとかいろいろ

な制度がありますよというのをいろいろアドバイスしてくださる方でございます。そちらの場合

でも、先ほど紹介しましたミラサポやＪネット21のほか、21あおもり産業総合支援センターとい

うところのサイト、そこにもリンクが張ってあるんですけれども、そのようなもので相談を受け

ているということです。 

 あと、きょう、参考までに商工会から借りてきたんですけれども、このような「中小企業施策

利用ガイドブック」というのも商工会にありまして、これを見て、その方に合うようなものを紹

介してくださっているということでございます。ですので、全く同じ状態でございまして、商工

観光交流課に相談に来た場合でも同じような形で、相談に来た方にこういうのがありますよとそ

こで相談に乗りまして、必要であれば助成申請のお手伝い、さらには、どちらかというと商工会

のほうにお連れするというほうが多いんですけれども、そういうような形を現在はとらせていた

だいている状況です。 

 以上です。 

 

〇議長（馬場又彦君） ほかに質問はありませんか。川守田 稔君。 

 

〇16番（川守田 稔君） ありがとうございました。 

 起業するだとか、会社、第三者からの支援だとか助成だとか、そういったものに頼る、頼り切
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って経営するというのは余りよろしくはないのかもしれませんけれども、ですけれども、そうい

う助成に関してはあるんだったらもらっておいたらいいんじゃないかと、私はそういった割り切

ったあれがあるのですけれども。例えば、商工観光交流課長が眺めておられる助成金の大体エリ

アがあってわかりますよね。例えば私のような立場で見ると全く違うところを見ていたりするよ

うな、何かそういうふうなところ、自分に関連のあるようなところを見て、それもほんの一部だ

ったりするという認識があると、果たして全体はどういうふうになっているんだろうというよう

な、その辺は全く想像がつかないんですね。私が思うほどそんなにあるわけでもないのかもしれ

ません。ですけれども、思わぬところで変な助成だとかリース制度だとかというようなものによ

く出会うことがあるものですから、なるべくそういう、どういった制度がこの町の、例えば事業

者のどういうニーズにマッチしていくのかというようなところを十分に把握してという、あらか

じめ十分に把握して対応してあげられるような体制をあらかじめとっておくと、もうちょっと、

締め切りに間に合わなかったとか。私らもあるんですよ、よくそういうことって。資料をつくる

のがデータ不足だったりとか、たまにあるものですから。多分、私がそうだから皆さんもそうだ

ろうと思うのはちょっとあれかもしれませんけれども、そういった時間的な制約がネックになる

ことというのはあるだろうと考えるのが当然なのかなと思う次第なんです。ですから、そういっ

た体制に向けてあらかじめ準備しておくようなものの考え方をしていってもらいたいなと思う

わけです。想像した以上に皆さんよく把握されているようなので、さらにそれ以上の体制づくり

を期待して質問を終わりたいと思います。 

 

〇議長（馬場又彦君） これで川守田 稔君の質問を終わります。 

 次に、３番、夏堀嘉一郎君の質問を許します。夏堀嘉一郎君。 

（３番 夏堀嘉一郎君 登壇） 

 

〇３番（夏堀嘉一郎君） ３番、夏堀嘉一郎でございます。 

 それでは、次の３点について質問をさせていただきます。 

 まず、１点目といたしまして、新庁舎建設についてであります。 

 前回の６月定例会において、合併特例債が５年延長されなかった場合は庁舎を建設する考えは

なかったのかという質問をいたしましたが、新南部町建設計画の書中の公共施設の統合整備の基

本的な考え方の内容を踏まえて再度、質問させていただきます。 

 合併特例債が５年延長されなくても新庁舎の建設を推進させる考えがあったのであれば、本来
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ならば合併時に今後10年間の計画を策定した新南部町建設計画及び南部町総合振興計画にこれ

らの建設計画を盛り込ませておくことが重要であったことは言うまでもありませんし、それをも

とに新庁舎の必要性や意義を確立させ、比較検討調査を策定していくことが通常の事業計画の流

れだったと私は思います。合併特例債の有効期限にとらわれずに住民への説明会を開催し、順を

追って事業を進めておくことが何よりもの住民サービスだと私は思いますが、いかがお考えでし

ょうか。 

 また、合併特例債の５年延長の措置がなかった場合、そもそも論として、南部町総合振興計画

の中に新庁舎建設の計画が掲載されていなかったことを考えますと、話題にすら上がることな

く、これらの事業計画はなかったものと推察されます。すなわち、これらの事業は、有効期限の

延びた合併特例債を当てにして新庁舎を建設させようという単なる思いつきと察してしまわれ

てもいたし方ないような気がしておりますが、いかがでしょうか。 

 第67回定例会、議員になって初めての一般質問の中で私は、住民の声の１つとして次のことを

紹介しました。自分たちのわからないところで物事が動いてしまっていて、これからの先行きが

不透明で不安だ。その後、住民意識調査という目的で町民アンケートは実施されましたけれども、

予定されていたその後の住民説明会は実施されていないままの状態です。このような状態のまま

何も変わることなく月日は過ぎてしまいましたけれども、多くの住民は何も変わることなく不安

な状態でいると思います。そして、さらなる住民サービス向上のためにと新統合庁舎の必要性を

ホームページや広報などで公開されてきたと思いますが、これらの不安定な状態をとってみて

も、住民サービスの向上どころか住民をおろそかにしている状態だと私は思います。 

 また、今の南部町は合併特例債というお金に目がくらみ、何か大切なものを見失ってきたので

はないでしょうか。大々的に全町を挙げて町民アンケートを実施しておきながら、その後の説明

会や報告会が一切ないということは、住民の不安をより一層あおってしまった結果となり、住民

との信頼関係が不安視されることになると私は思いますが、どのように感じておりますでしょう

か。 

 そしてまた、白紙であった新庁舎建設プロジェクトもいつの間にか青写真が描かれていて完成

間近になっていますが、この青写真にも合併特例債が絡んでいたのではないでしょうか。合併特

例債に振り回された感じが否めない状態ではありますけれども、一日でも早く住民の不安感を取

り除き、地域住民と連携して町政運営ができることを願って１点目の質問といたします。 

 ２点目であります。防災対策について伺います。 

 統合庁舎建設候補地として検討委員会から答申された２候補地の中から、「防災拠点としての
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安全性が高い」との選定理由で、庁舎建設地は中央公民館に決断されたという広報７月号の記事

がありましたけれども、同時に、選定から漏れて防災拠点としての安全性が低いとみなされる結

果となってしまった健康センター及び医療センター周辺の防災対策はどのようにしていくのか

伺います。 

 ３点目といたしまして、人口減少問題についてお伺いいたします。 

 合併後の11年で約3,000人の人口が減少している問題の対策について、次の質問をいたします。 

 これまでの対策は具体的にどのようなものがあったのでしょうか。 

 次に、それらの対策を選考されて、具体的にどのような成果があったのでしょうか。 

 次に、その結果を踏まえた検討はなされていて、課題を検出できているのでしょうか。 

 最後は、今後の対策として具体的にどのようなものがあるのでしょうか。以上となります。 

 私からは、合計３点の質問になりますが、ご答弁、よろしくお願いいたします。 

 

〇議長（馬場又彦君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、夏堀嘉一郎議員のご質問にお答えを申し上げます。 

 まず、合併特例債が５年延長されなかった場合は庁舎を建設する考えはなかったかに対するご

質問についてお答え申し上げます。 

 統合庁舎建設の方針を表明し、現在、完成に向けて各種事業を進めておりますので、現時点で

「延長されなかった場合は」という仮定のご質問についての答弁は控えさせていただきます。 

 次に、統合庁舎建設候補地の選定から漏れた防災拠点としての安全性が低いとみなされる結果

となった健康センター及び医療センター周辺の防災対策はどのようにするのかについてお答え

申し上げます。 

 統合庁舎建設地については、夏堀議員のご案内にありますとおり、統合庁舎建設候補地として

用地検討委員会から答申された２候補地の中から、建設費用の試算比較において経費負担が少な

いこと、防災拠点としての安全性が高いことなどを選定理由としまして、中央公民館周辺に方針

を決定したことを広報なんぶちょう７月号に記事として掲載いたしました。 

 「選定から漏れた防災拠点としての安全性が低いとみなされた結果となったこと」のご質問に

ついては、５月26日開催の全員協議会においてご説明いたしましたとおり、防災拠点として安全

性が低いのではなく、より安全性の高い中央公民館周辺を選定させていただいたわけでございま
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す。 

 また、統合庁舎への道路整備が優先されると思いますが、周辺には医療センター、健康センタ

ー、名川中学校、名久井小学校、Ｂ＆Ｇ海洋センター、ふるさと運動公園など公共施設が集約さ

れており、将来的には道路も含めて一体的に整備していくことについて５月26日開催の全員協議

会でも申し上げたところでございます。 

 最後に、健康センター及び医療センター周辺の防災対策はどのようにするのかに対する質問で

すが、第74回定例会の夏堀嘉一郎議員からの一般質問において以前にもご説明いたしましたとお

り対応することとしており、町民の身体と生命を守るため、関係機関と情報連携を密に行い、平

時から訓練を行うなど、有事に備え、万全を期してまいります。 

 次に、合併後の11年で約3,000人の人口が減少している問題の対策についてお答え申し上げま

す。 

 まず初めに、当町における人口の推移についてご説明いたします。国勢調査の数値によります

と、合併直前の平成17年10月時点での３町村の人口は２万1,552人であり、最新の平成27年10月

時点の人口１万8,312人と比較しますと10年間で約3,240人減少しており、ご質問のとおり、合併

後、当町の人口は約3,000人が減少しております。 

 人口減少の要因といたしましては、出生者数が死亡者数を下回る自然減と、転入者数が転出者

数を下回る社会減がございます。本町の１年間の人口動態としましては、死亡数が約300人、出

生数が約100人で、自然減として約200人、転出者が約500人、転入者が約400人で、社会減として

約100人、自然減と社会減を合わせて約300人が減少している状況が続いております。自然減は、

非婚・晩婚化などによる出生率の低下と高齢世帯の増加、社会減では進学、就職、結婚、転勤な

どの際に町外へ転出していることが考えられます。 

 人口減少は合併後から始まったわけではなく、当町の場合は昭和30年をピークに人口減少が続

いている状況であり、合併前からもそれぞれの町村において人口減少対策、定住施策を実施して

きているところでありますが、人口減少に歯どめがかかっていないことも実情でございます。 

 まず、これまでの対策は具体的にどのようなものがあったかについてのご質問でありますが、

主な事業といたしましては、中学生までの医療費無料化事業、小中学校給食費無償化事業、町独

自の奨学金貸付事業、住宅新築・リフォーム助成事業、新規就農者支援事業など、子育て、住ま

い、仕事に関する支援のほか、達者村事業による交流人口の創出、婚活イベントの支援などの事

業を実施しているほか、八戸圏域定住自立圏事業において移住関連情報発信事業及び首都圏での

移住相談事業など、多岐にわたり実施をしてきているところであります。 
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 次に、これらの対策を決行されて具体的にどのような成果があったについてお答え申し上げま

す。 

 人口減少対策につきましては、１つの施策だけで対応できるものではなく、さまざまな施策の

積み上げにより効果が見られるものであるため、それぞれ個別の事業についての成果を具体的に

説明することは難しいところでありますが、総合的に見ると人口減少に歯どめがかかっていない

ことからすると、決定的な成果があったとは言えない状況とはなっております。しかしながら、

これらの事業を実施しなかった場合、さらなる人口減少に直面していたという側面もあるのでは

ないかと思っております。 

 次に、その結果を踏まえた検討がなされていて課題を検出できているのかについてお答え申し

上げます。 

 平成26年に国における人口減少対策としてまち・ひと・しごと創生法が公布され、それぞれの

地域で人口減少に歯どめをかけ、住みよい環境を確保し、将来にわたり活力ある社会を維持する

ための計画として国を初め全国の各地方公共団体で総合戦略を策定しております。 

 当町におきましても、平成27年度において、これまでの人口減少対策を検証し、国や県の総合

戦略を勘案するとともに、町内の有識者を南部町まち・ひと・しごと創生アドバイザーとして選

任し、施策の提言、助言をいただきながら、南部町版まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し

ております。計画最終年度の平成32年度までに、目標数値を上回るよう事業展開しているところ

でございます。各年度の数値目標は設定しておりませんが、事業担当課においては、平成32年度

の目標数値を前倒しして達成できるよう業務に努めております。 

 次に、今後の対策として具体的にどのようなものがあるかについてお答え申し上げます。 

 今後の取り組みにつきましては、平成28年度から事業を開始しました旧剣吉中学校跡地を活用

した宅地分譲による若定住促進の取り組みを進めていく予定としているほか、今年度からは地区

の問題点をその地区にお住まいの方たちと一緒に考えていく地域共生社会構築事業をスタート

させております。また、八戸圏域で連携して取り組む地域資源を活用した地域経済の裾野拡大事

業として、地場産品販路拡大事業・企業誘致セミナー開催事業、また、地域内外の住民との交流

・移住促進事業として、移住交流事業・縁結び支援事業などを実施していく予定としております。 

 国全体で人口減少が進んでいる中で、当町だけの事業実施により人口減少に歯どめをかけるこ

とは非常に難しいことと考えますので、これからも八戸圏域で連携して取り組む事業は積極的に

活用してまいりたいと考えております。 

 今後も、多方面にわたるさまざまな施策を推進してまいりますが、人口だけにこだわり、転入
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者に助成金を出すなど近隣市町村での人口の奪い合いにより消耗していくのではなく、町民が自

身の住む地域に誇りと自信を持って暮らしていけるような心の豊かさに軸足を置いたまちづく

りの施策を進めていくことが、よりよい町につながるものではないかとも考えております。 

 以上でございます。 

 

〇議長（馬場又彦君） 再質問ありませんか。ないですか。 

 これで夏堀嘉一郎君の質問を終わります。 

                                           

 

◎散会の宣告 

 

〇議長（馬場又彦君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 なお、９月６日は午前10時から本会議を再開します。 

 本日はこれで散会します。 

（午後１時47分） 

 



 

 

 

 

平成２９年９月６日（水曜日） 

 

 

 

 

第７６回南部町議会定例会会議録 

（第３号）
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第76回南部町議会定例会 

 

議事日程（第３号） 

平成29年９月６日（水）午前10時開議 

 

第  １ 報告第14号 専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて 

           南部町工場誘致条例等の一部を改正する条例の制定について 

第  ２ 報告第15号 青森県新産業都市建設事業団の決算報告について 

第  ３ 報告第16号 平成28年度南部町財政の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の

報告について 

第  ４ 議案第63号 平成28年度南部町一般会計歳入歳出決算認定について 

第  ５ 議案第64号 平成28年度南部町学校給食センター特別会計歳入歳出決算認定について 

第  ６ 議案第65号 平成28年度南部町農林漁業体験実習館事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

第  ７ 議案第66号 平成28年度南部町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

第  ８ 議案第67号 平成28年度南部町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

第  ９ 議案第68号 平成28年度南部町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第  10 議案第69号 平成28年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

第  11 議案第70号 平成28年度南部町病院事業会計決算認定について 

第  12 議案第71号 平成28年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第  13 議案第72号 平成28年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第  14 議案第73号 平成28年度南部町営地方卸売市場特別会計歳入歳出決算認定について 

第  15 議案第74号 平成28年度南部町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について 

第  16 議案第75号 平成28年度南部町大字上名久井財産区特別会計歳入歳出決算認定につい         

           て 

第  17 議案第76号 平成28年度南部町大字平財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

第  18 議案第77号 平成28年度南部町大字平字下平外14字財産区特別会計歳入歳出決算認

定について 
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第  20 議案第79号 平成28年度南部町大平財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

第  21 議案第80号 平成28年度南部町名久井岳財産区特別会計歳入歳出決算認定について 
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第  26 議案第85号 平成29年度南部町一般会計補正予算（第２号） 

第  27 議案第86号 平成29年度南部町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

第  28 議案第87号 平成29年度南部町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

第  29 議案第88号 平成29年度南部町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号） 

第  30 議案第89号 平成29年度南部町病院事業会計補正予算（第１号） 
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追加第１ 町長追加提出議案提案理由の説明 
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◎開議の宣告 

 

○議長（馬場又彦君） これより第76回南部町議会定例会を再開します。 

 本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

（午前10時00分） 

                                           

 

◎報告第14号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第１、報告第14号 専決処分した事項の報告及び承認を求めること

について、南部町工場誘致条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。税務課長。 

 

○税務課長（金野貢君） おはようございます。 

それでは、報告第14号、専決処分した事項の報告及び承認を求めることについて、ご説明申し

上げます。 

議案書は、１ページから９ページになります。説明資料の１ページをご覧いただきたいと思い

ます。 

この度、「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律」が

一部改正されまして７月31日から施行されました。このことに伴いまして、関連します３本の条

例を改正する必要が生じたため、専決処分したものでございます。 

概要としましては、説明資料の下段、第２条の部分と次のページに記載されております第３条

の部分が改正のメインとなるものでございます。 

これらの条例の根拠となります法律の題名が改められましたため、第２条では条例名を「南部

町承認地域経済牽引事業計画に従って設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例」

というふうに、第３条では条例名を「南部町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基

盤強化に関する法律第９条第１項の規定に基づく準則を定める条例」というように改めましたほ
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か、法律の改正に伴いまして、それぞれ所要の改正を行ったものでございます。 

説明資料、１ページに戻りまして、第１条の部分でございますが、南部町工場誘致条例に関し

ましては、第２条での題名の改正を行った関係から、引用している条例名を改めたものでござい

ます。 

なお、これら条例の改正によりまして、町が行う固定資産税の減免等、進出企業に対する支援

内容が改められるものではございません。 

条例の公布及び施行日は、法律の一部改正の施行日と同じく7月31日としまして、同日付でこ

れを専決処分したものでございます。 

以上につきまして、「地方自治法」の規定に基づきご報告申し上げ、承認を求めるものであり

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（馬場又彦君） ただ今説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑はありませんか。３番、夏堀嘉一郎君。 

 

○３番（夏堀嘉一郎君） 確認のための質問でありますけれども、地方自治法第179条第３項に

は専決処分した場合「地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を

求めなければならない」とされていますが、以上の事を踏まえ、今回のこの専決第10号は７月31日

に専決処分されており、次の会議である翌日８月１日に開催された臨時議会において追加提案な

どの措置をして、議会に報告する事件であったと思いますが、いかがでしょうか。 

 またその８月１日の臨時議会では、７月24日に専決処分された専決第９号が議会に報告され、

承認されていますので、先日の第10号との整合性がとれないと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○議長（馬場又彦君） 税務課長。 

 

○税務課長（金野貢君） お答え申し上げます。 

 まず初めに、法律の改正があってから本日、報告するまでの経過といいますかを簡単にご説明

をさせていただきます。 

 先般の臨時議会で報告をしました条例の改正及び本日報告をさせていただきました条例の改正

の根拠となります法律、先日は農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律というものの改

正に基づいての条例改正でございました。 
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 本日、報告しております条例の改正は、先ほども説明しましたとおり、企業立地の促進等によ

る地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律というものの法律

に基づいております。 

 どちらの法律も６月２日に公布をされております。そして先日、ご報告申し上げました法律の

方に、農工法の一部改正の方ですね。に関しましては、６月２日に公布されまして、公布の日か

ら二月を超えない範囲において政令で定める日から施行されるというふうに附則で謳っておりま

して、ではその政令がいつ出されましたかといいますと、「７月24日に法律を施行します」とい

うことで７月24日に政令が出されておりました。 

 よって、８月１日に開催されました臨時議会の告示が７月26日に告示ができましたので、その

告示に間に合った案件であったということでございます。 

 今回の案件でございますが、先ほどの企業立地促進云々かんぬんの一部改正法ですが、同じく

６月２日に公布されまして、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める

日から施行されるというふうに謳っておりまして、政令が公布されましたのが７月28日、臨時議

会の告示後でございました。 

 そして更に今回の条例改正でございますが、法律改正と合わせましてその法律の下にぶら下が

っている省令の一部改正も行われなければ条例改正の内容が固まらないという案件でございまし

て、その省令がいつ出されましたかというと、７月31日に省令が公布されまして、法律及びその

省令が同じく７月31日に施行された関係上、条例の改正内容が固まったのが７月31日、よって同

日付で専決処分、公布と条例を公布したものでございまして、臨時議会の招集告示、７月26日に

は間に合わなかったということをまず一つ、ご理解いただきたいと思います。 

 ただ今、夏堀嘉一郎議員からご案内がありましたとおり、地方自治法の179条の第３項では、

「長は次の会議においてこれを報告し、承認を求めなければならない」とございます。では、次

の議会というのはいつかということが議論になるわけですが、７月31日に専決処分しております

ので８月１日の臨時会でも報告できた案件ではなかったかということでございます。 

 地方自治法の第102条第３項におきましては、臨時議会は「その事件に限りこれを招集する」

更に第４項では「臨時議会に付議するべき事件は、長があらかじめこれを告示しなければならな

い」とあります。要するに「告示をした案件のみについて審議するのが基本です」ということで

すが、議員ご案内のとおり、実は第102条の第６項に「臨時議会の開会中に緊急を要する事件が

あるときは、それらの規定に関わらずに直ちにこれを議会に付議することができる」ということ

でございまして、ではこの６項に該当する緊急を要する事件であるかどうかというのが今回の専
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決処分、更に本日報告させていただいたところの議論になるところでございます。 

 私ども町としましては、今回の条例改正でございますが、単に法改正に基づく改正でありまし

て、町としての政策的な判断を伴うものではないだろうという判断をしたために臨時議会で追加

せずに、本日の９月定例会で報告をさせていただいたという経緯でございますので、その辺、ご

理解いただきたいと思います。 

 

○議長（馬場又彦君） よろしいですか。夏堀嘉一郎君。 

 

○３番（夏堀嘉一郎君） 説明、ありがとうございました。 

 私は要するに、法に抵触していないかどうかという確認でしたので、そこら辺が大丈夫なのか

どうかという確認でしたので、そこら辺は大丈夫でしょうか。 

 

○議長（馬場又彦君） 税務課長。 

 

○税務課長（金野貢君） ただ今の法に抵触していないかということでござますが、判例で緊急

を要するものであるかどうかの判断はということでございますが、それは議案を提出する長にあ

るというふうな判例もございますので、「町長が緊急を要するものではない」と判断したと。 

 ただ、専決する必要はあったということでございまして、本日、報告させていただいたという

ことをご理解いただきたいと思います。 

 

○議長（馬場又彦君） ほかに質疑ありあせんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 報告第14号を採決します。本案は原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 報告第14号は原案のとおり承認されました。 

                                           

 

◎報告第15号の上程、説明、質疑 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第２、報告第15号、青森県新産業都市建設事業団の決算報告につい

てを議題とします。 

本案について説明を求めます。企画財政課長。 

 

○企画財政課長（西舘勝彦君） おはようございます。 

それでは、説明用資料の３ページをお願いいたします。報告第15号、青森県新産業都市建設事

業団の決算報告でございます。平成28年度決算状況について地方自治法の規定により報告するも

のでございます。 

始めに特定事業会計でございます。 

（１）の収益的収入及び支出につきまして、事業を展開している場所は４地区となっておりま

す。桔梗野工業用地の当年度純利益のうち8,057万円は、八戸市からの経営健全化支援金となっ

ております。百石住宅用地の純利益のうち１億円は、おいらせ町からの財務改善補給金となって

おります。八戸北インター工業用地の純利益のうち１億1,800万円は土地売却収益となっており

ます。これら４地区の当年度純利益の合計額は３億126万6,706円となっております。 

（２）の資本的収入及び支出につきましては、百石住宅用地の支出8,000万円は、前年度の借

入金に対する償還金、八戸北インター工業用地の支出１億3,433万円は、現在の区画を引き合い

の多い小区画へ変更するための道路、水道管敷設工事となっております。 

資本的収入支出の合計額につきましては、収入は408万6,000円、支出は２億1,433万2,473円と

なっております。 

なお、南部町は特定事業会計に関しての負担はございません。 

次に特定事業以外の事業につきまして、（１）の一般管理会計につきましては、事業団の管理

運営に係る事業となっております。歳入は3,246万768円で、構成団体の負担金と前年度繰越金が

主な収入となっております。南部町は負担金としまして、年間19万4,000円を支出しております。 
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歳出につきましては、526万6,815円となっておりまして、主に事業団運営に係る事務費でござ

います。差引額2,719万3,953円は翌年度への繰り越しとなっております。 

（２）の一般事業会計につきましては、構成団体から委託されまして売却目標を達成した後の

管理会計でございます。歳入２億1,705万5,982円、歳出２億1,693万3,000円。差引額の12万2,982円

は翌年度への繰り越しとなります。 

以上で説明を終わります 

 

○議長（馬場又彦君） ただ今説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 質疑なしと認めます。これで報告第15号を終わります。 

                                           

 

◎報告第16号の上程、説明、質疑 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第３、報告第16号、平成28年度南部町財政の健全化判断比率及び公

営企業の資金不足比率の報告についてを議題とします。 

本案について説明を求めます。企画財政課長。 

 

○企画財政課長（西舘勝彦君） それでは、説明用資料の４ページをお願いいたします。 

報告第16号、平成28年度南部町財政の健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の報告につ

いてご説明いたします。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づきまして、財政の健全性を判断するた

め、平成28年度決算における指標を数値化し、監査委員の意見を付して報告するものでございま

す。 

まず、実質赤字比率でございます。一般会計他２会計の実質収支額につきましては、赤字はあ

りませんので、比率はハイフンで記載しております。 

連結実質赤字比率につきましても、公営事業会計、公営企業会計とも、赤字はございませんの

でハイフンで記載をしております。 
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実質公債費比率につきましては、前年度は10.6％でしたので、0.9％の改善が図られておりま

す。 

将来負担比率につきましては、将来負担額に対して、充当可能財源が大きいことからハイフン

としております。 

最後に４の資金不足比率につきましては、病院事業会計を含め４会計とも資金不足はありませ

んので、こちらもハイフンで記載しております。 

以上で説明を終わります。  

 

○議長（馬場又彦君） ただ今説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑ありませんか。夏堀文孝君。 

 

○11番（夏堀文孝君） 今、説明をいただきましたけれども、私は実質公債費比率9.7％につい

てちょっとお聞きしたいと思います。 

 今日は中学生の皆様もいらっしゃっておりますけれども、この実質公債費比率というのは、町

がいかに健全になっているかという指標でして、少なければ少ない方がいいと、こういうことで

ございます。 

 平成19年度の段階で21.3％あった実質公債費比率が9.7％まで一桁台まで下げたという、そう

いうご苦労は本当に敬意を表するところでございますけれども。 

 9.7％っていう数字は、県内のレベルで行くとどの位の状況になりますか。 

 

○議長（馬場又彦君） 企画財政課長。 

 

○企画財政課長（西舘勝彦君） お答えいたします。 

 9.7％という数字でございますが、大体、県内ですと中からちょっと下がる位でございます。 

 県内でもそんなに低いというようなレベルではまだございません。やはり低いところは、一桁

台の前半というところがございますので、我々としてはいくらでも低いところに持っていきたい

と。将来的な負担がございますので、そちらの方を考えてこれからも行財政改革をやっていきた

いというふうに考えてございます。 

 

○議長（馬場又彦君） 夏堀文孝君。 
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○11番（夏堀文孝君） 一桁台の低い数字の団体もあるということですけども、多分それは、六

ケ所とかむつとか、財源が他から入ってくる町だと思うんですけども、まず、それらがない団体

でこの一桁台というのは、かなり、私としてはいい数字だと感じています。 

 それで、例えばこれから予定されております、統合庁舎、約30億かかったとして、合併特例債

を使った場合、どれ位この実質公債費比率が上がるか。また使わない時にはどれ位上がるか。 

 これは具体的な建設費が出ているわけではないので、はっきりはしないと思いますけれども、

大体の予想でどの位上がるかというのは財政課長、頭にありますか。 

 

○議長（馬場又彦君） 企画財政課長。 

 

○企画財政課長（西舘勝彦君） ただ今のご質問でございますけれども、荒い数字でになります

が、借りの数字としまして20億円というのを合併特例債を活用しました場合、年間の償還は大体

8,000万というふうに見込んでおります。これは元利償還定額でいった場合になりますけれども。 

 そうなった時に、8,000万のうちの町の負担が３割ということになりますので、三八、二十四

の2,400万が実質の的な実質公債費比率としてかぶってくるわけでございますけども、今まで借

りている償還、こちらが年々下がっていきますので、それ以上下がっていくというふうに見込ん

でおりますので、極端な数字には上がっていかないというふうに考えております。 

 仮に合併特例債を活用しなかった場合は当然9.7％から毎年、更に下がっていくというふうに

は試算しております。 

 以上です。 

 

○議長（馬場又彦君） 16番、川守田稔君。 

 

○16番（川守田稔君） 公共下水道を取り上げて、ちょっと質問したいと思うんですが、県内で

も公共下水道事業というのが破たんしている町村がございます。あったように記憶しています。 

 以前から色んな所で指摘されているのが、下水道事業特別会計にしても単式簿記でそういう処

理の仕方をしていると、その本来であれば企業会計的に将来どれほどの負担が生じてくるかとい

うことを想定するなり、そういった端的に言えば水道事業のようなああいう会計をしていくべき

ではないのかっていうような指摘もあるのですが、あるのはご存知だと思うんですけれど。 
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 例えば、下水道事業、農業集落排水事業そういったことについて、将来の修繕費、多分主に修

繕費だと思うんですけど、そういったものを考慮して、会計を行うというような考えはございま

せんでしょうか。 

 

○議長（馬場又彦君） 企画財政課長。 

 

○企画財政課長（西舘勝彦君） お答えいたします。 

 公共下水道関係の会計でございますけれども、今現在、国の方からの通達としまして、市部は

もう公営企業会計にしなさいということになっております。（「支部ってのは」の声あり）市で

す。（「あ、市」の声あり）はい。 

 ただし、町村に関しては、まだ確か私の記憶ですと、「平成32年までにできたらやってくださ

い」と、「それ以降であっても極力、企業会計に移してください」というような形の通知はござ

います。 

 今後の見込みでございますが、やはり、出来た暁には何年、例えば10年経ちますとやはりマン

ホールとかの老朽化、ポンプの老朽化というのがございますので、そちらの方の資金手当てとい

うのもこれからは考えていかなければならないというふうには考えてございます。 

 

○議長（馬場又彦君） 16番、川守田稔君。 

 

○16番（川守田稔君） 例えばどっかが「壊れました」ってなると、その予算っていうのは予備

的なプールがあれば、それは早急にできるのでしょうけれど、往々にしてすぐできなかったりす

ることってあるじゃないですか。場合によっては１年、２年、猶予があったりする場合があった

りするじゃないですか。それはそれで最終的に対応できればよろしいのかと思うのですけれども、

例えば、下水道関係の配管施設ですね、マンホールに限らずですね、漏水だとかそういったのっ

てのはどんどん発生してくるはすなんですよこれから、もうそろそろ、近い将来。そうすると、

管路の漏水があれば、同時に道路も傷めるでしょうしっていう、ちょっと悪循環を抱えるような

状況が当然、来るんだと思うんですよ。 

 ですから、「町村はまだいいですよ」とかっていうことではなくて、然らばなんで「市はそう

いうふうにしなさい」っていう指導が来ているのかっていうことの根本的な問題っていうのを考

えれば、当然、「そのような会計の仕方にしていきなさいよ」っていうのが、大筋な全体の流れ



 

 - 71 - 

だと思うんですよ。「町村に関してはそれほどの能力がないんじゃないですか」ってばかにした

見方をされているのかもしれませんけれども。ですけれども将来的な、この報告ではですね、「将

来負担比率ございません」っていう、これはこれで今の制度でいけば、こうなるのはいいんだと

思うんですよ。 

 こういう報告もできないような自治体も中にはあるんだと思うんですけれど、これはこれでり

っぱなんですけれど、もっと長い目で見た、例えば、15年後、20年後、30年後っていうようなと

ころのお金のキャッシュフローっていうのを、自治体のキャッシュフローっていうのを考えるの

であれば、当然、そういったのを進めていく必要があると思うのですが、積極的に、32年ですか、

32年を待たず、とりあえずこの下水道ですとかできるところを、まあ下水道は早くやった方がい

いとわたしは思うんですけれど。進めるべきではないのかなと思うんですが、いかがお考えです

か。 

 

○議長（馬場又彦君） 企画財政課長。 

 

○企画財政課長（西舘勝彦君） 今現在、そういう企業会計に移すというような場合の事務的な

手続き、まず我々、用語的なことから始めなければならないものですから、そちらの方の勉強会

が年数回ございまして、県の方主催でやっているのですけれども、そちらの方に担当職員は出し

て、どういうふうな形で作っていけばいいのかというのを勉強会は今、現在は実施しております。 

 ただ、今ここで「32年を見据えた形で企業会計を間違いなくやります」というような形のは、

確約は、それはできませんので、そこはご了承願いたいと思います。 

 

○議長（馬場又彦君） 16番、川守田稔君。 

 

○16番（川守田稔君） 今時期単式簿記で会計やってますっていうのもちょっと「今時は自治体

ぐらいじゃないですか」っていような気もするんですよ。 

 民間とか、あんまりそういうふうに比較はしたくはないのですけれども、やはり、バランスシ

ートとか、その中でもって、将来どの位のあれになって、負担を見込んで、プールしておくのか、

税制的にはどうなのかとか、そういったことは、県の勉強会を待たずして、普段から少しずつ勉

強なさってもいいのではないかなという感想を述べて終わります。 
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○議長（馬場又彦君） 他に質疑はありませんか。工藤幸子君。 

 

○14番（工藤幸子君） 今の質問に連じますけれども、説明会があった時に、私は水道管の年齢

はいくらですかって言ったら、「30年か40年かな」っておっしゃっていましたので、全て100年

ももつような物っていうことは、想像もつかないと思うので、そこは順次、単記であろうとなん

であろうと、どのやり方をやったら一番いいのかなっていう、そういうことを考えていると思い

ますけれども、ただ単にそういうふうに「もう10年か20年目で破損した、なにした」っていうの

はこれは、やっぱり、そこまで考えなくてもある程度の方法でやっていけばいいのじゃないでし

ょうか。そうだと思います。そういうことを考えてやっているかと思いますので、大丈夫、そこ

のところに限り、お任せした方がいいかなっていう、その年数とか破損とかっていうのはこれは

時代の流れとともになるものもあるわけ、そこのところを考えてやられたらどうでしょうかとい

うことです。 

 

○議長（馬場又彦君） よろしいですね。答弁はよろしいですね。ただ、意見でしょ。 

他に質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 質疑なしと認めます。これで報告第16号を終わります。 

                                           

 

◎議案第63号から議案第80号の委員長報告、討論、採決 

 

○議長（馬場又彦君） 次に程第４、議案第63号から日程第21、議案第80号までの平成28年度南

部町各会計歳入歳出決算認定についての議案18件を会議規則第37条の規定により一括議題としま

す。 

 本案については、決算特別委員会における審査が終了しておりますので、ここで委員長の報告

を求めます。決算特別委員会委員長、工藤正孝君。 

（決算特別委員会委員長 工藤正孝君 登壇） 

 

〇決算特別委員会委員長（工藤正孝君） 決算特別委員会の報告をいたします。 
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 去る８月25日の本会議におきまして、本委員会に審査を付託されました議案第63号から議案第

80号までの平成28年度南部町一般会計並びに各特別会計歳入歳出決算認定についての議案18件に

つきまして、９月４日、５日の２日間にわたり本委員会におきまして慎重に審査をいたしました。 

審査の結果は、議案第63号から議案第80号までの18件の議案全て原案のとおり認定することに

決定いたしました。以上で報告を終わります。 

 

○議長（馬場又彦君） 決算特別委員長の報告が終わりました。 

 委員長報告に対する質疑は省略し、これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第63号、平成28年度南部町一般会計歳入歳出決算認定についてから、議案第80号、平成28年

度南部町名久井岳財産区特別会計歳入歳出決算認定についてまでの議案18件を一括して採決しま

す。 

本案に対する委員長の報告は認定であります。 

本案は委員長報告のとおり認定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 議案第63号から議案第80号までの議案18件は原案のとおり認定されました。 

                                           

 

◎議案第81号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第22、議案第81号、南部町行政手続等における情報通信の技術の利

用に関する条例の制定についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。企画財政課長。 

 

○企画財政課長（西舘勝彦君） 説明資料の５ページをお願いいたします。 

議案第81号、南部町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定についてご
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説明いたします。 

趣旨でございますが、町への申請等について、インターネットなどを用いた電子情報を使用す

る事が出来る事項を加えるもので、住民の方々の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素

化、効率化をするために、条例を制定するものでございます。 

内容としましては、マイナンバー制度を活用しまして、保育園の利用手続きや児童手当の各種

申請が可能となる「子育てワンストップサービス」が提供され、マイナンバーカードを所持して

いる方であれば、窓口に出向くことなく申請手続きが可能となるものです。 

今後も様々なサービス提供が予想されておりますので、情報通信の技術を利用することから、

共通事項として定めるものでございます。 

施行日は交付の日からとしております。 

 以上でございます。 

 

○議長（馬場又彦君） ただ今、説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第81号を採決します。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 議案第81号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第82号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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○議長（馬場又彦君） 日程第23、議案第82号、南部町特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。健康福祉課長。 

 

○健康福祉課長（福田勉君） それでは、説明資料の６ページをお開きください。 

議案第82号、南部町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定についてをご説明いたします。 

本条例は、幼稚園、保育園等の運営に関する基準を定めている条例でございますが、２点の改

正がございます。 

まず、１点目の改正の趣旨でございますが、子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する

内閣府令が平成29年４月１日から施行されたことによりまして、支給認定証の任意交付化に係る

事務取扱いとして、受給資格等の確認について、必要に応じた確認方法にするため、所要の改正

をするものです。 

次に、２点目の改正の趣旨「また書き以下」でございますが、就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律、以下「認定こども園法」と言

いますが、この法律が平成30年４月１日から施行されることによりまして、本条例の条文におけ

る特定教育・保育施設につきまして、引用する認定こども園法「第３条、第９項」が「第３条、

第11項」に改められたため、引用条項を改めるものでございます。 

内容といたしましては、次の新旧対照表をご覧ください。 

１点目の改正内容、第１条でございますが、本条例の第８条の改正でございます。第８条の括

弧書きに「受給資格等の確認」とございますが、これは、幼稚園・保育園等の法人が確認すると

いうことでございます。改正前の条文に、改正後の下線部を追加するものでございます。 

具体的には、先ほど、趣旨の中で支給認定証の任意交付化と説明いたしましたが、国の規則の

改正によりまして、保護者の希望によって支給認定証を交付しないことができるようになりまし

た。 

したがいまして、法人が保護者の受給資格等を確認する際には、改正前は「支給認定証」だけ

に限られていましたが、改正後は支給認定証のほか、支給認定証の交付を受けていない場合には、

利用者負担額決定通知書等の通知書で確認することとするものです。 

７ページをお開きください。 

２点目の改正内容、第２条でございますが、本条例の第15条の改正でございます。改正前の第
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15条第１項第２号中の下線部「第９項」を、改正後の下線部「第11項」に改めるものでございま

す。 

なお、改正前の「第９項」及び改正後の「第11項」の内容は、「都道府県が自ら設置した施設

が認定こども園の要件に適合すると認める場合の公示」となっております。 

施行日は、第１条の規定につきましては公布の日、第２条の規定につきましては平成30年４月

１日でございます。 

以上で、議案第82号の説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（馬場又彦君） ただ今、説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑ありませんか。16番、川守田稔君。 

 

○16番（川守田稔君） 支給認定証というのが、「認定証の交付を受ける受けない」これはいっ

たい、どういうことを言っているのしょうか。なんで、認定されたらその何かしらの証をいただ

くわけですよね。それをいただきゃいいのになんでいただかない親がどういう事情があるのでし

ょうか。 

 

○議長（馬場又彦君） 健康福祉課長。 

 

○健康福祉課長（福田勉君） ただ今のご質問にお答え申し上げます。 

 まず、認定証でございますが、保育園の入所の申請をした場合、保育園に入るためには仕事を

しているとか、そういう様々な条件が必要でございますので、それらの条件に合致しているとい

う条件、あとそれから、資格証なんかには当然、本人が支払うべき保育料、所得によって違いま

すので、私はこの段階の保育料、それらの類が認定証の中に記載されて保護者に交付されるわけ

でございますが、先ほど説明したとおり、国の方の規則が改正されまして、保護者の希望によっ

て認定証を「交付しなくてもいい」と希望した場合には交付しなくてもいいということに改正さ

れたわけでございます。 

 それが、議員ご質問のどういう理由があってそのようなのが想定されるかというご質問の内容

だと思いますが、今のところ、私の方では保護者が特に交付を拒否する希望はないのではないか

と思ってございます。 

 ただし、あくまで本人の希望でございますので、「交付をいらない」という場合にはその希望
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に沿って交付しないということになります。 

 以上でございます。 

 

○議長（馬場又彦君） 川守田稔君。 

 

○16番（川守田稔君） 例えば健康保険証だったら、持っていないとだめですよね「私交付いい

です」なんて、まあそれもいいのかもしれませんけれど。何か個人のこれもプライバシーだった

り、人権の一環なのかわかりませんけれども。なんか色々面倒くさい世の中になってきたなって

いうのが、ひとこと感想です。 

 

○議長（馬場又彦君）  ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第82号を採決します。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 議案第82号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第83号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第24、議案第83号、南部町介護保険条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題とします。 

 本案について説明を求めます。健康福祉課長。 
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○健康福祉課長（福田勉君） それでは、説明資料の８ページをお開きください。 

議案第83号、南部町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてをご説明いたします。 

趣旨といたしましては、介護保険法の規定によりまして、町は、「被保険者の資格や保険給付

・保険料など、被保険者等に関する調査をすることができ、それに従わなかったり、虚偽の答弁

をしたときは過料を科すことができる」旨が規定されているところでございます。 

調査をする相手は、「被保険者、第１号被保険者の配偶者若しくは第１号被保険者の属する世

帯の世帯主・その他世帯に属する者又はこれらであった者」と規定されているところですが、平

成29年６月２日に公布された介護保険法の一部改正によりまして、調査対象の「第１号被保険者」

が「被保険者」と改正されたことから、本条例についても同様の改正を行うものです。 

内容といたしましては、その下の新旧対照表をご覧ください。第16条は罰則に関して規定して

いる条文ですが、改正前の下線部「第１号被保険者」を改正後の下線部「被保険者」とするもの

でございます。 

具体的には、本条文のはじまりは、調査をする相手を掲げてございますが、始めに被保険者と

ありまして、これは調査をする本人のことで、改正前、改正後とも変更ございません。 

次に、本人の配偶者と本人の世帯員について規定してございますが、この配偶者と世帯員につ

きまして、改正前は第１号被保険者だけの配偶者と世帯員としておりましたが、改正後はこれを

拡充して第２号被保険者を含めた被保険者とし、介護保険の被保険者全部の配偶者と世帯員とす

るものでございます。 

ちなみに、第１号被保険者とは、65歳以上の人のことです。また、第２号被保険者とは、40歳

以上65歳未満の医療保険に加入している人のことです。 

施行日は、公布の日でございます。 

以上で、議案第83号の説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（馬場又彦君） ただ今、説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。 
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（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第83号を採決します。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 議案第83号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第84号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（馬場又彦君） 続いて、日程第25、議案第84号、南部町地域包括支援センターにおける

包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と

いたします。 

 本案について説明を求めます。健康福祉課長。 

 

○健康福祉課長（福田 勉君） それでは、説明資料の９ページをお開きください。 

議案第84号、南部町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定についてをご説明いたします。 

本条例は、地域包括支援センターにおける事業を実施するために必要な基準を定めている条例

でございます。 

改正の「趣旨」でございますが、地域包括支援センターの職員に係る基準等につきましては、

介護保険法第115条の46第６項によりまして、介護保険法施行規則で定める基準に従い定めるこ

ととされており、同規則の一部改正に伴いまして、当該条例における主任介護支援専門員の定義

の引用条項を改めるものでございます。 

内容といたしましては、その下の新旧対照表をご覧ください。主任介護支援専門員の定義につ

きまして、改正前の下線部「第140条の68第１項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した

者」を、改正後の下線部「第140条の66第１号イ（３）に規定する主任介護支援専門員」とする

ものでございます。 
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具体的には、主任介護支援専門員の資格要件につきまして、平成28年４月１日施行の介護保険

法施行規則の一部改正によりまして、主任介護支援専門員の資質の向上を目的として、５年ごと

の更新制、つまり５年ごとに更新研修を受ける制度が導入されたところでございます。 

さらに、今回平成29年３月31日施行の同規則の一部改正によりまして、５年ごとの更新に係る

起算日や更新研修を修了するべき期限などが、明確に規定されたところです。 

つまり、改正前は、単に「主任介護支援専門員研修を受けた者」が主任介護支援専門員でござ

いましたが、改正後は、主任介護支援専門員は「主任介護支援専門員研修を受けるとともに、そ

の後５年ごとに更新研修を受けなければならない」となるものでございます。 

10ページをお開きください。 

なお、既に主任介護支援専門員の研修を終了している者の更新研修の終了期限につきましては、

表のとおりの経過措置が設けられるものでございます。 

施行日は、公布の日でございます。 

以上で、議案第84号の説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（馬場又彦君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第84号を採決します。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 議案第84号は原案のとおり可決されました。 
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◎議案第85号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第26、議案第85号、平成29年度南部町一般会計補正予算（第２号）

を議題とします。 

 本案について説明を求めます。企画財政課長。 

 

○企画財政課長（西舘勝彦君）  それでは議案の55ページをお願いします。 

議案第85号、平成29年度南部町一般会計補正予算（第２号）でございます。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億186万円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ97億9,245万1,000円とするものでございます。第２条は地方債の追加をする

ものです。 

70ページをお願いいたします。歳出からご説明をいたします。 

２款、総務費、１項、１目、一般管理費は782万1,000円を追加とするもので、職員の退職、人

事異動などによる人件費の調整でございます。 

続きまして、13目、連携中枢都市圏推進費は337万4,000円を追加するものでございます。19節

の負担金ですが、一つは医師派遣事業、こちらは八戸市民病院から医療センターへ医師を派遣す

る事業となっており、10月からの開始を予定しております。事業費は317万5,000円を見込んでお

ります。現在実施している連携事業の関係市町村に、南部町とおいらせ町を加えるものとなって

おります。 

二つ目としまして高等学校地域活動促進事業、こちらは名久井農業高校の生徒さんによります、

阿房宮栽培の省力化と薬効ですね、こちらの研究事業となっております。事業費は19万9,000円

でございます。 

同じく22目、庁舎建設費は855万6,000円を追加するものでございます。13節委託料は、予定地

にあります中央公民館や給食センターなどの解体設計及び建設予定地の用地測量に要する経費を

計上しております。 

次のページをお願いします。２款、２項、１目、税務総務費の1,139万9,000円の減額は、人件

費の調整となっております。 

続きまして、２款、３項、１目、戸籍住民基本台帳費の1,095万3,000円の減額は人件費の調整

によるものと、13節委託料の個人番号カードや住民票への旧姓併記に伴う、住民基本台帳システ
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ム改修業務の追加によるものとなっております。 

次のページをお願いします。３款民生費、１項、１目、社会福祉総務費は991万2,000円を減額

するもので、人件費の調整でございます。 

同じく４目、老人福祉費は1,238万6,000円を追加するもので、主に介護保険及び介護サービス

事業特別会計への繰出金としております。 

続きまして６目、障害者福祉費は1,024万3,000円を増額したもので、過年度分の国庫負担金精

算に係る返還金を計上しております。 

80ページをお願いします。８款、土木費、２項、１目、道路橋りょう維持費は9,023万6,000円

を追加しております。11節の需用費、消耗品費の1,634万6,000円、主に融雪剤でございます。13節

には除雪業務委託料といたしまして4,700万円、14節には除雪機械借上料として1,438万6,000円

を、15節の工事請負費に関しましては、道路維持改修工事として260万円を計上しております。

19節補助金につきましては、小型除雪機の購入費としまして３地区からの要望がございまして222万

円を計上したものでございます。 

次のページをお願いします。10款、教育費、１項、２目、事務局費の753万1,000円の減額と、

同じく一番下にございます10款、５項、１目、社会教育総務費の1,307万4,000円の減額につきま

しては、人件費の調整によるものでございます。 

次のページをお願いします。同じく２目、公民館費は395万円を追加しております。剣吉公民

館前の県道拡幅改良工事に伴いまして撤去しましたフェンス、こちらの整備及び駐車場の舗装工

事に係る測量設計業務としております。工事は次年度を予定しております。 

続きまして、11款、１項、１目、農林水産業施設災害復旧費は413万2,000円を追加しておりま

す。７月23日の大雨による水路、林道の復旧対策経費として計上したものでございます。 

次のページをお願いします。２項、１目、公共土木施設災害復旧費は1,770万円を追加してお

ります。１路線を補助対象の災害復旧工事として計上しております。 

 

続いて歳入をご説明いたします。64ページをお願いいたします。 

９款、１項、１目、地方交付税は6,119万円を追加とするものでございます。普通交付税の追

加としまして5,865万円は今回の補正予算の一般財源として予算計上したものでございます。特

別交付税の254万円の追加に関しましては、連携中枢都市圏事業の医師派遣事業に係る分として

おります。今年度の普通交付税の確定額は、約46億6,800万円となっており、前年度と比較しま

して２億7,200万円の減額となっております。 
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続きまして13款、国庫支出金、２項、１目、総務費国庫補助金は500万円を追加するもので、

先ほど説明致しました住民基本台帳システム改修業務に伴う経費に対しての交付となるものでご

ざいます。 

次のページをお願いします。同じく４目、土木費国庫補助金は1,000万5,000円を追加するもの

で、公共土木災害復旧事業に対する補助金となっております。 

続きまして、17款、１項、１目、国民健康保険特別会計繰入金は前年度における健康センター

管理経費の精算として、３目の病院事業会計繰入金は医師派遣事業に係る経費負担分でございま

す。 

続きまして、19款諸収入、５項、３目、雑入は626万9,000円を追加しております。各種助成金

の200万円は南部七唄七踊全国大会への助成金が採択されましたので計上したもの。移転補償費

の339万3,000円は森越地区県道改良事業に伴うものでございます。 

最後の20款、町債につきましては、第２表の地方債補正で説明いたしますので、60ページをお

願いいたします。地方債の限度額を定めるものでございます。上段の統合庁舎建設事業は、庁舎

建設予定地の用地測量や既存施設の解体設計業務を追加するもので、合併特例債を予定しており

ます。 

次の公共土木施設災害復旧事業は補助災害に対するもので、補助災害復旧事業債を予定してお

ります。 

以上で説明を終わります。 

 

○議長（馬場又彦君） ただ今、説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑ありませんか。10番、工藤正孝君。 

 

○10番（工藤正孝君） ページは70、71ページの歳出の部分でございます。 

課長説明がありました、連携中枢都市圏推進費、19節の医師派遣事業337万4,000円。これは、

医療センターにおける、ここにきてようやく八戸市との連携、名前を変えながらでも、こういっ

た事業が南部町、おいらせ町ということで、見えてきたわけですけども。 

そこで、医療センター側として、診療科目、どこの部分の足りない科目について医師が派遣さ

れてくるものなのかをまず一つと。 

今後また、そういった連携によって派遣された医師をずっとそういった市民病院からの医師を

派遣し続けて、医療センターを補っていくものなのか、医療センター側とすれば、医師、新しい
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医師が確保できれば、そういった人を採用して、この連携都市の派遣はいったんお断りするとか。 

ちょっと向こうの先の目標ですか、考えがあったら教えてください。 

 

○議長（馬場又彦君） 医療センター事務長。 

 

○医療センター事務長（佐々木大君） ただ今の質問にお答え申し上げます。 

 今、予定してある市民病院からの応援医師は常勤医師ではございません。日直、それと宿直の

専門医、まあ専門医っていうか、その日直、宿直だけで依頼したものであります。 

 これは、常勤医師、今現在５名ほど居りますが、どうしても常勤していると、その上、宿直、

日直ということになると、体力的にも無理が生じるということから、今現在は弘前大学等からも

応援の宿直医師をお願いしている状況であります。科目については、今現在入ってくれるという

ところは、市民病院は外科の専門医であります。 

 当初、先ほども企画財政課長の方からもお話ありましたが、どうしても内科中心に患者が多く

なりますので、内科医を当初は希望してあったんですが、内科医にどこの病院でも空きがないと

いうことから、宿直、当直ということでもあるので、当面は外科医で対応してもらいたいという

ことで。 

いずれは、先ほどご質問で科目を増やすということで、今現在、私どもも、割合から言います

と大体６割位が内科やっぱり患者でございますので、内科医の増員は見込んで今、各方面に当た

っているところであります。 

どうしても内科医になると、医師でも点数制になっておりますので、どうしても引く手数多と

いうことで、各方面、近隣の市町村でも「目いっぱいほしい」というような感じになっておりま

す。なので、取り合いにならないようにということで今、調整はかけて、当面は市民病院は外科

医と、で当面は当医療センターでも募集をしているのは内科医ということになっております。 

以上です。 

 

○議長（馬場又彦君） 工藤正孝君。 

 

○10番（工藤正孝君） わかりました。 

 今日は中学生も来ておりますので、もう少し、具体的にお聞きします。具体的といいますか。 

 日直、宿直とおっしゃいましたが、日直というちょっと勤務帯、内容、勤務５人の常勤医が休
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みの時の日直当番なのか、宿直という業務、何人で日直、宿直の業務、業務はまあ外科医ですか

ら全般的なことは居た部分では見れるということなんでしょうけども。 

 

○議長（馬場又彦君） 医療センター事務長。 

 

○医療センター事務長（佐々木大君） 今予定してあるのが、毎週金曜日に17時40分から翌日の

８時15分まで。そして、毎週土曜日に７時45分から16時30分までを各１名ずつで予定しておりま

す。 

 以上です。 

 

○議長（馬場又彦君） 11番、夏堀文孝君。 

 

○11番（夏堀文孝君） ページ数は81ページ。８款、土木費、２項、道路橋梁費の中の19節、小

型除雪機の購入補助金ということで、これをお聞きします。 

 平成28年度に24町内に1,600万以上かけて助成をしたわけでございますけれども、３地区から

要望があったということで、その３地区、どこの町内かを教えていただきたいのと、要望があっ

て補正ということだということですけれども、これからも要望があればまた補正なり組んでこの

補助金は出てくるものですか。 

 

○議長（馬場又彦君） 建設課長。 

 

○建設課長（川村正則君） まず、最初に３地区ですけれども、荒町行政区、上中町行政区、苫

米地上行政区の３地区でございます。これにつきましては、５月の第１回行政員会議の時にそう

いう話がでましたので、要望があるところはということで、７月末くらいまでの期限で待ってい

て、その３地区がきましたので、今回の補正予算ということになっております。 

 あと、今後につきましては、昨年度やって今年度やって、そういうふうな周りを見まして、増

えるというかやりたいようなっていうようなあれが、今年度の冬もあれば、それは当然、考えて

いかなければならないのではないかというふうに考えていますので、その辺の話具合がどうなる

のか、また、毎年５月に第１回目の行政員会議がありますので、その時の話具合によって、検討

するものというふうに考えております。 
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 以上です。 

 

○議長（馬場又彦君） よろしいですか、夏堀文孝君。 

 

○11番（夏堀文孝君） ありがとうございます。 

 ありがたい話ではあるのですけれども、年度初めの行政員会議で希望を取ってということです

けども、できれば当初予算を組む前にやった方が、今もう９月の補正でとなれば、もう11月には

準備、その機械が入っていないと、なかなか雪が降ってくるのに対応が間に合わない。各町内で

も運用の仕方とか、購入してからさまざま揉むことがあると思うんですよ。 

 実際、私の地元の町内でもどういう運用の方法をするかとか、どういう人に貸し出しするかと

かそういうのを色々検討したりするのに時間がかかったりしたことがあったので、できれば、当

初予算で早い時期にもう募集かけた方がいいのではないかなと思います。いかかですかその辺は。 

 

○議長（馬場又彦君） 建設課長。 

 

○建設課長（川村正則君） 新年度予算につきましては１月に決まっていますので、今言ったと

おり、今年度の３月までにそういう話があれば、それらを踏まえて最短６月補正というような形

にはなるのかなと思いますけれども。 

 その辺、十分考えていきたいと思います。 

 以上です。 

 

○議長（馬場又彦君） 他にありませんか。６番、西野耕太郎君。 

 

○６番（西野耕太郎君） 同じページです。81ページです。７款、１項、商工費の11節に食糧費

７万8,000円って上がっているんだけれども、これは当初予算ではゼロだったんだけども、何に

使うのか教えていただきたいのと。 

 85ページです。10款、５項、社会教育費の19節、負担金補助及び交付金の72万4,000円。七踊

り全国大会ですけれども、南部七踊りは、南部町が発祥の地ということで一生懸命やっていくこ

とは大変、いいことだとは思っております。当初の予算が290万ほどありますけれど、72万4,000の

追加と。それから先ほど企画財政課長が200万の助成金が当たったってことなんですけれども、
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参加者が多くなったのか、それとも何か商品とかそういうので何かをやるという予定で増えてい

るのか、ちょっと内容的にかわったところがあれば、教えていただきたいと思います。 

 

○議長（馬場又彦君） 商工観光交流課長。 

 

○商工観光交流課長（久保田敏彦君） それでは、最初にご質問がございました81ページの商工

業振興費の需用費のところでお答えしたいと思います。 

 まずこれは、町内の誘致企業との情報交換会を開催するというものの、それに使用する食糧費

でございます。 

 今、議員ご指摘にございましたとおり、本来であれば当然、当初予算に盛って、これを執行す

るべきものとは考えておりますが、４月以降、新年度になりまして、誘致企業を色々回ってまい

りました。 

そこで、様々なお話を聞いておりまして、その中で、「やはり人が募集しても来ない」等々、

様々皆さまから色んなご意見をお伺いしました。 

そして、やはりこの状況でありますと、なかなか新規の誘致企業を持ってくるというのは、今、

現状は当然、土地もないのでできませんけれども。新規というのはなかなか難しい。やはり今あ

る企業の方々にずっと居ていただく、あるいは更に設備投資をしていただく、そのような方向が

重要ではないかと考えまして、その情報を得るために、今回は補正ということで、この情報交換

会を開かせていただきまして、必要があれば当初予算にその情報交換で得た情報を基にした施策

がもしできるものがあれば、計上したいと思って、今回の補正にしたものでございます。 

 以上です。 

 

○議長（馬場又彦君） 社会教育課長。 

 

○社会教育課長（佐々木高弘君） ご質問にお答えいたします。 

 当初、南部七唄七踊り全国大会実行委員会に290万円ほど当初予算に計上しております。今回、

県の町村会の町村の魅力発信事業助成金200万円の確定により、南部七唄七踊り全国大会実行委

員会の補助金の財源といたしまして、また、南部七踊りを映像で残すためのＤＶＤ作成費用とし

て追加補正するものでございます。 

 以上です。 
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○議長（馬場又彦君） よろしですか。他に質疑ありませんか。５番、滝田勉君。 

 

○５番（滝田勉君） ページ数は70ページから71ページで、総務費の１項、総務管理費、庁舎建

設費の中の委託料、建設測量設計業務とありますけども、本格的に統合庁舎の建設がスタートし

てまいりますけども、今回のこの予算計上は計画設計の予算計上は庁舎を建設するうえで必要な

予算だと私は思っております。 

 それで、委託料の841万4,000円、これは要は用地の測量設計とか、公民館とかその解体に対す

る設計ということで先ほど説明がありましたけれども。 

 ８月18日の日に全員協議会でいただいた資料の中には、解体費の方が324万、それから調査業

務の方が864万とありまして、300万以上の減額になって、まあいいことなんですけれども、その

理由をお聞かせいただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

 

○議長（馬場又彦君） 総務課長。 

 

○総務課長（佐々木俊昭君） 委託料の計画測量設計業務でございますけども、詳細については、

庁舎の用地設計測量業務として測量の方が517万4,000円です。中央公民館ほか４施設、中央公民

館、旧広場集会所、今、倉庫代わりにしておりますが、それと旧給食センター、あとバスの車庫

がございます。あと、防火水槽50立米級が１基ございます。これの４施設の解体設計の業務が324万

円と合わせて841万4,000円を計上させていただきました。 

 以上です。 

 

○議長（馬場又彦君）  ほかに質疑はございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

 まず原案に反対者の発言を許します。３番、夏堀嘉一郎君。 

（３番 夏堀嘉一郎君 登壇） 
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○３番（夏堀嘉一郎君） 平成29年度南部町一般会計補正予算（第２号）に対する討論を行いま

す。 

 私は平成29年度一般会計予算に対しまして、反対の討論をいたしましたけれども、現在もその

書中にある新庁舎建設の必要性を理解することができません。よって一般会計補正予算に計上さ

れております２款、総務費、１項、総務管理費、22目、庁舎建設費だけは賛成できません。 

 以上、反対討論といたします。 

 

○議長（馬場又彦君） 次に原案に賛成者の発言を許します。２番、久保利樹君。 

（２番 久保利樹君 登壇） 

 

○２番（久保利樹君） 今回、庁舎建設費測量設計業務ということで、約840万計上されました。 

 いよいよ、庁舎建設に向かって動き出すのだなという実感が今、湧いております。今日は、福

地中学校の生徒の皆さんもおられますので少し、わかりやすく、私の言葉ですけれども、伝えれ

ればなと思って賛成討論に立ちました。 

 現在、分庁舎方式で、３庁舎ございますけれども、近い将来、やはり建物も古くなります。 

 その近い将来というのは、皆さんが大人になった時に庁舎を建てなければならない状況になる

かもしれません。 

 ただ今、あと５年以内に合併特例債という補助金を使えば、３割、30％の金額で庁舎を建設す

ることができます。 

 私は皆さんの親の世代ですので、やはり、子どもに大きな負担を残したくないという気持ちが

一番、私の中ではあるのですけれども、白紙の状態からアンケート結果を通じて、アンケート結

果は均衡しておりましたが、その中で、工藤町長は大きな決断をして、庁舎建設という表明をさ

れました。 

 本当に短い期間ではあったのですけれども、非常に大きな決断で、工藤町長も苦渋の決断とい

うか大変だったんだろうなと認識しておりますし、また、敬意を表したいと思います。 

 我々、町議会議員は町民の声を議会に届けるというのももちろん必要ですが、議会運営をして

いく中で我々が逆に町民に発信していくそういうことも重大なものではないかなと考えておりま

す。 

 私は近い将来、皆さんが大人になった時に、あの時、傍聴した時に、今日、まあ正に今日です
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ね。傍聴した時に、こういう話をしていたなというのが皆さんのこころの中に残ればいいのかな

と思います。 

 子どもたち、未来を担う子供たちのために私は庁舎建設に賛成ですので、２款、１項、22目の

庁舎建設費をはじめとする本予算に賛成して、討論といたします。以上です。 

 

○議長（馬場又彦君） 他に討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第85号を採決します。採決は起立によって行います。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

（ 起立多数 ） 

 

○議長（馬場又彦君） ご着席ください。起立多数です。 

 議案第85号は原案のとおり可決されました。 

 ここで11時35分まで休憩いたします。 

（午前11時26分） 

                                           

〇議長（馬場又彦君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前11時35分） 

                                           

 

◎議案第86号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第27、議案第86号、平成29年度南部町国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）を議題といたします。 

 本案について説明を求めます。健康福祉課長。 

 

○健康福祉課長（福田勉君） それでは、議案書の91ページをお開きください。 

議案第86号、平成29年度南部町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）でございますが、歳
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入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,308万7,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29億7,763万8,000円とするものでございます。 

まず、歳出からご説明申し上げます。100、101ページをお開きください。 

上段、１款、１項、１目、一般管理費でございますが788万7,000円を増額し、総額を3,445万

6,000円とするものです。２節、給料及び３節、職員手当等は、職員人件費の調整に伴う増でご

ざいます。４節、共済費ですが、説明欄の共済組合負担金は職員人件費の調整に伴う増、社会保

険料は臨時職員の増に伴うものです。また、13節、委託料の575万7,000円の増でございますが、

国民健康保険の広域化に伴うシステムの追加改修の委託料でございます。19節、負担金補助及び

交付金は、職員人件費の調整に伴う増でございます。合わせまして788万7,000円の増額でござい

ます。 

中段、８款、２項、２目、国民健康保険保健指導事業でございますが126万円を増額し、総額

を465万円とするものです。７節の賃金でございますが、臨時職員１名６カ月分の賃金でござい

ます。これは、健診後の保健指導率を向上させるため、保健師、管理栄養士、看護師のいずれか

の資格を有する臨時職員１名を増員するものです。 

下段、８款、３項、１目、施設管理費でございますが、これは健康センターの管理費ですが131万

9,000円を増額し、総額を4,784万4,000円とするもので、２節、給料から19節、負担金補助及び

交付金まで、いずれも職員人件費の調整に伴う増でございます。 

次のページ、102、103ページをお開きください。 

上段、11款、１項、１目、一般被保険者保険税還付金でございますが、150万円を増額し、総

額を570万円とするものです。これは、23節、償還金利子及び割引料ですが、国民健康保険税の

還付額の増によるものでございます。 

その下の11款、１項、３目、償還金でございますが1,946万3,000円を増額し、総額を1,946万

4,000円とするものです。これは、23節、償還金利子及び割引料ですが、前年度国庫支出金の返

還金でございます。 

下段、11款、２項、２目、一般会計繰出金でございますが165万8,000円を増額し、総額を165万

9,000円とするものです。これは、28節、繰出金ですが、前年度一般会計からの繰入金の精算に

伴うものでございます。 

続きまして、歳入をご説明申し上げます。98、99ページにお戻りください。 

上段、９款、１項、１目、一般会計繰入金でございますが324万9,000円を増額し、総額を２億

6,270万3,000円とするものです。これは、３節、事務費繰入金及び５節、健康センター管理費繰
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入金ですが、歳出でも説明いたしましたが、いずれも職員人件費の調整に伴う増でございます。 

その下、９款、２項、１目、財政調整基金繰入金でございますが165万1,000円を減額し、総額

を3,998万5,000円とするものです。これは、前年度の繰越金額の確定に伴い、財源の不足額が当

初見込んでいた額より少額となることが見込まれることから、財政調整基金からの繰入額を減額

するものでございます。 

その下、10款、１項、２目、その他繰越金でございますが、前年度の繰越金を計上するもので

ございます。 

下段、11款、２項、３目、一般被保険者返納金でございますが42万円を増額し、総額を42万2,000円

とするものです。これは、既に給付済みとなっている前年度の出産育児一時金につきまして、被

保険者の社会保険への加入移行に伴い、国保連からの当該給付金の返納があるものでございます。 

以上で、議案第86号の説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（馬場又彦君） 説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（馬場又彦君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第86号を採決します。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 議案第86号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第87号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第28、議案第87号、平成29年度南部町介護保険特別会計補正予算（第
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１号）を議題とします。 

 本案について説明を求めます。健康福祉課長。 

 

○健康福祉課長（福田勉君） それでは議案書の105ページをお開きください。 

議案第87号、平成29年度南部町介護保険特別会計補正予算（第１号）でございますが、歳入歳

出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,989万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ28億224万6,000円とするものでございます。 

まず、歳出からご説明申し上げます。116、117ページをお開きください。 

上段、１款、１項、１目、一般管理費でございますが944万円を増額し、総額を3,533万9,000円

とするものです。２節、給料、３節、職員手当等、４節、共済費及び19節、負担金補助及び交付

金は、いずれも職員人件費の調整に伴うものでございます。13節、委託料の900万8,000円の増額

でございますが、内訳といたしまして、介護事業所の台帳管理システム導入業務の委託料が10万

8,000円、高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画策定業務の委託料が268万円、介護事業所の

台帳管理システム保守の委託料が13万5,000円、介護保険制度の改正に伴う被保険者システムの

改修業務の委託料が608万5,000円となっております。 

下段、３款、１項、１目、介護予防・生活支援サービス事業費でございますが56万2,000円を

増額し、総額を3,768万8,000円とするもで、２節、給料から19節まで、いずれも職員人件費の調

整に伴う増でございます。 

その下、３款、１項、２目、介護予防ケアマネジメント事業費でございますが、財源の内訳更

正でございます。 

次のページ、118、119ページをお開きください。 

上段、３款、２項、１目、介護予防普及啓発事業費及びその下の３款、２項、２目、地域介護

予防活動支援事業費でございますが、いずれの目も財源の内訳更正でございます。 

下段、３款、３項、１目、総合相談事業費でございますが、この目も財源の内訳更正でござい

ますが、財源の内訳の欄がすべて空欄になってございます。 

これは、財務会計のシステム上、同じ目の中に各事業別にさらに細目、細かい目と書きますが、

というものがありまして、今回の場合、財源の国県支出金及び一般財源で細目間での財源更正が

あり、結果としてこれらの増減額がプラス・マイナスゼロとなり、このような表記となったもの

でございます。 

その下、３款、３項、２目、権利擁護事業費は職員人件費の調整に伴う減、その下、３款、３
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項、４目、任意事業費は事務費計上による増、その下、３款、３項、６目、生活支援体制整備事

業費は財源の内訳更正でございます。 

次のページ、120、121ページをお開きください。 

上段、３款、３項、７目、認知症総合支援事業費でございますが、この目も財源の内訳更正で

すが、財源の内訳が全て空欄となっております。 

先ほどの３款、３項、１目、総合相談事業費と同様に、細目間での財源更正があり、結果とし

て増減額がプラス・マイナスゼロとなったことから、このような表記となったものでございます。 

その下、３款、４項、１目、審査支払手数料でございますが、この目も財源の内訳更正でござ

います。 

その下、４款、１項、１目、介護給付費準備基金積立金でございますが52万2,000円を増額す

るものです。前年度の繰越金額の確定等に伴い、積立額を増額するものでございます。 

下段、６款、１項、２目、償還金でございますが2,928万6,000円を増額し、総額を2,928万7,000円

とするもので、前年度事業費の確定に伴い、国及び社会保険診療報酬支払基金、県への返還金で

ございます。 

次のページ、122、123ページをお開きください。 

６款、２項、１目、一般会計繰出金でございますが、前年度事業費等の確定に伴い、前年度一

般会計からの繰入金の精算に伴うものでございます。 

続きまして、歳入を説明いたします。112、113ページにお戻りください。 

上段の３款、２項、国庫補助金、その下の４款、１項、支払基金交付金、及びその下の５款、

２項、県補助金は、いずれも歳出の３款、地域支援事業費の増に伴うものでございます。 

下段、７款、１項、２目、その他一般会計繰入金でございますが944万円を増額し、総額を4,897万

8,000円とするものです。歳出でも説明いたしましたが、人件費の調整分と業務の委託料分を一

般会計から繰入れるものでございます。 

その下、７款、１項、３目、地域支援事業交付金、及び次のページをお開きください。 

上段の４目、地域支援事業交付金（総合事業以外）でございますが、これらは歳出の３款、地

域支援事業費の増に伴うものでございます。 

中段、７款、２項、１目、介護給付費準備基金繰入金でございますが545万円を増額するもの

です。これは、財源に不足が生じることが見込まれるため、介護給付費準備基金から繰入れるも

のでございます。 

下段、８款、１項、１目、繰越金でございますが、前年度の繰越金を計上するものでございま
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す。 

以上で、議案第87号の説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（馬場又彦君） ただ今、説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（馬場又彦君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第87号を採決します。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 議案第87号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第88号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第29、議案第88号、平成29年度南部町介護サービス事業特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 

 本案について説明を求めます。健康福祉課長。 

 

○健康福祉課長（福田勉君） それでは議案書の125ページをお開きください。 

議案第88号、平成29年度南部町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）でございますが、

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ78万1,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,182万9,000円とするものでございます。 

まず、歳出からご説明いたします。134、135ページをお開きください。 

１款、１項、１目、居宅介護支援事業費でございますが78万1,000円を増額し、総額を878万1,000円
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とするものです。これは、２節、給料から19節、負担金補助及び交付金まで、いずれも職員人件

費の調整に伴う増でございます。 

続きまして、歳入を説明いたします。132、133ページにお戻りください。 

２款、１項、１目、一般会計繰入金でございますが78万1,000円を増額し、総額を2,011万円と

するものです。 

これは、歳出でもご説明いたしましたが、職員の人件費の調整に伴い、１節の居宅介護支援事

業費繰入金として一般会計から繰り入れるものでございます。 

以上で、議案第88号の説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（馬場又彦君） ただ今、説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第88号を採決します。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 議案第88号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第89号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

○議長（馬場又彦君） 日程第30、議案第89号、平成29年度南部町病院事業会計補正予算（第１

号）を議題とします。 

 本案について説明を求めます。医療センター事務長。 
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○医療センター事務長（佐々木大君） 137ページをお願いします。 

 議案第89号、平成29年度南部町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）についてご説明

いたします。 

 第２条、収益的支出の予定額を次のとおり補正するもので、第１款、第１項、医業費用の予算

の組み替えをするものです。 

 139ページをお願いします。 

 第１款、第１項、１目、給与費63万5,000円を減額し、第１款、第１項、３目、経費に63万5,000円

を増額するものです。 

 これは、八戸圏域連携中枢都市圏、医師派遣事業に連携する負担金のうち、２割分を負担する

ものでございます。 

 八戸圏域連携中枢都市圏医師派遣事業に伴う負担金は、一般会計からの支出であり、８割は特

別交付税が参入され、残りの２割分を南部町病院事業会計から一般会計に支払うものです。 

 以上で説明を終わります。 

 

○議長（馬場又彦君） ただ今、説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第89号を採決します。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 議案第89号は原案のとおり可決されました。 
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◎常任委員会委員、議会運営委員会委員、図書室運営委員会委員の選任 

 

○議長（馬場又彦君） お諮りします。 

この際、日程第31、選任第１号、常任委員会委員の選任について、日程第32、選任第２号、議

会運営委員会委員の選任について、日程第33、選任第３号、図書室運営委員会委員の選任につい

ての選任３件を一括議題にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 日程第31号から日程第33号までの選任３件を一括議題といたします。 

 お諮りします。 

 選任第１号及び選任第２号については、委員会条例第８条第４項の規定により、また、選任第

３号については、図書室設置条例第４項第１項の規定により、議長において、お手元に配布して

おります名簿のとおり、それぞれ指名したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（議長が指名した委員は次のとおり） 

○総務企画常任委員会委員 

３番  夏 堀 嘉一郎 君      ５番  滝 田   勉 君 

７番  山 田 賢 司 君      14番  工 藤 幸 子 君 

16番  川守田   稔 君 

○産業建設常任委員会委員 

４番  坂 本 典 男 君      ６番  西 野 耕太郎 君 

10番  工 藤 正 孝 君      11番  夏 堀 文 孝 君 

13番  根 市   勲 君 

○教育民生常任委員会委員 

１番  松 本 啓 吾 君      ２番  久 保 利 樹 君 

８番  八木田 憲 司 君      ９番  中 舘 文 雄 君 

12番  沼 畑 俊 一 君      15番  馬 場 又 彦 君 

○議会運営委員会委員 
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７番  山 田 賢 司 君      ８番  八木田 憲 司 君 

９番  中 舘 文 雄 君      10番  工 藤 正 孝 君 

12番  沼 畑 俊 一 君      13番  根 市   勲 君 

○議図書室運営委員会委員 

１番  松 本 啓 吾 君      ２番  久 保 利 樹 君 

４番  坂 本 典 男 君      ７番  山 田 賢 司 君 

11番  夏 堀 文 孝 君      14番  工 藤 幸 子 君 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 選任３件は、お手元に配布の名簿のとおり選任することに決定しました。 

 なお、直ちに正副委員長を互選するため、本席から口頭をもって各委員会を招集します。 

 ここで、各委員会を開催するため、暫時休憩とします。 

 議員の皆さまは、控室に集合願います。 

（午前11時57分） 

                                           

 

○議長（馬場又彦君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後０時00分） 

                                           

 

○議長（馬場又彦君） ここで、各委員会から正副委員長の互選結果が届いておりますので、ご

報告します。 

 はじめに、常任委員会です。 

 総務企画常任委員会委員長、川守田稔君、副委員長、山田賢司君。産業建設常任委員会委員長、

工藤正孝君、副委員長、根市勲君。教育民生常任委員会委員長、沼畑俊一君、副委員長、中舘文

雄君。 

 次に、議会運営委員会です。 

 委員長、根市勲君、副委員長、八木田憲司君。 
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 次に、図書室運営委員会です。 

 委員長、夏堀文孝君、副委員長、工藤幸子君。 

 以上のとおりであります。 

 なお、委員会名簿は、お手元に配布のとおりであります。 

                                           

 

◎常任委員会報告 

 

○議長（馬場又彦君） 続いて、日程第34、常任委員会報告を議題とします。 

 本件はお手元に配付しております報告書のとおり、常任委員長から報告がありました。 

説明を省略し、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 質疑なしと認めます。これで常任委員会報告を終わります。 

                                           

 

◎委員会の閉会中の継続調査の件 

 

○議長（馬場又彦君） 続いて、日程第35、委員会の閉会中の継続調査の件を議題とします、 

 本件は、お手元に配布しております申出書のとおり会議規則第75条の規定により、常任委員長

から閉会中の継続調査の申出がありました。 

 お諮りします。委員長から申出のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

                                           

 

◎議員派遣の件 
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○議長（馬場又彦君） 続いて、日程第36、議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りいたします。本件については、お手元に配付のとおり派遣することにしたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 議員派遣の件は、お手元に配付のとおり派遣することに決定しました。 

                                           

  

◎日程の追加 

 

〇議長（馬場又彦君） お諮りします。 

本日、町長から、議案第90号、財産の取得について（バーデパークマイクロバス）が提出され

ました。 

 この際、会議規則第22条の規定により、これを日程に追加し、議題にしたいと思います。ご異

議ありませんか。 

               （「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 議案第90号を日程に追加し、議題とすることに決定しました。 

 ここで、会議資料配付のため、暫時休憩いたします。 

（午後０時03分） 

                                           

〇議長（馬場又彦君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 追加日程はお手元に配付のとおりであります。 

（午後０時04分） 

                                           

 

◎町長追加提出議案提案理由の説明 
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〇議長（馬場又彦君） 追加日程第１、町長追加提出議案提案理由の説明を求めます。町長。 

               （町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、本日追加提案いたしました議案１件につきまして、ご説明を

申し上げます。 

議案第90号、財産の取得についてでありますが、配備してから24年が経過し、老朽化したバー

デパークマイクロバスを更新するための購入契約について、地方自治法の規定に基づき議会の議

決を求めるものであります。 

以上、追加提案理由の説明といたしますので、慎重審議のうえ、何卒、ご議決賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

 

〇議長（馬場又彦君） 町長追加提出議案提案理由の説明が終わりました。 

                                           

 

◎議案90号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（馬場又彦君） 追加日程第２、議案第90号、財産の取得について（バーデパークマイク

ロバス）を議題とします。 

 本案について説明を求めます。商工観光交流課長。 

 

○商工観光交流課長（久保田敏彦君） それでは、配布しました説明資料の１ページをお開きく

ださい。 

 議案第90号、財産の取得について（バーデパークマイクロバス）についてご説明いたします。 

 取得する財産はマイクロバス１台、納入期限は平成29年12月15日、施行方法は指名競争入札で

ございます。 

 取得する財産の概要は、29人乗り後輪駆動方式のマイクロバス。 

 売買代金は614万5,200円。 

 契約の相手方は、八戸市北インター工業団地２丁目１番45号にあります青森日野自動車株式会

社八戸営業所所長小田桐聡伸でございます。 

 購入理由は、24年を経過しております車両の老朽化による更新でございます。 
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 お手元に開札一覧表をお配りしておりますが、落札率は81.23％でございます。 

 以上で説明を終わります。 

 

○議長（馬場又彦君） ただ今、説明が終わりました。 

 質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第90号を採決します。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議長（馬場又彦君） 異議なしと認めます。 

 議案第90号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎閉会の宣告 

 

○議長（馬場又彦君） 以上で本定例会に付議されました事件は、全部終了いたしました。 

 閉会に当たり、町長から発言の申し出がありますのでこれを許します。町長。 

(町長 工藤祐直君 登壇) 

 

○町長（工藤祐直君） それでは、閉会のごあいさつを申し上げる前にご報告申し上げます。 

 沖田面地区で行われていた秋祭りの会場における交通事故で重体となっていた南部中学校１学

年の生徒が昨日、お亡くなりになられました。 

 ここに謹んで哀悼の意を表するとともに、２度とこのような悲しい出来事が起こらないよう、

交通安全対策の取り組みを強化してまいりたいと考えております。 
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また、ケガをされた児童の１日も早い回復をお祈り申し上げますとともに、教育委員会には児

童生徒の心のケアにしっかりと取り組むよう、指示をしたところであります。 

それでは、第76回南部町議会定例会の閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

本定例会は、８月25日から本日までの日程で開会され、議員各位には、何かとご多忙の中、ご

出席をいただき、誠にありがとうございました。 

提出いたしました全ての案件につきまして、慎重審議いただき、ご議決を賜りましたことに対

しまして、心からお礼を申し上げます。 

とりわけ、平成28年度南部町一般会計及び特別会計、計18件の歳入歳出決算につきましては、

決算特別委員会において綿密なご審議をいただき、深く敬意を表する次第であります。 

さて、農林水産省 東北農政局が、８月30日に発表した2017年産米の作柄概況によりますと、

青森県全体は「平年並み」とのことでありましたが、南部・下北地区は「やや不良」とされ、８

月の低温や日照不足で、登熟が平年を下回る可能性が高いと、予想されたところであります。 

また、青森県が昨日発表した水稲緊急調査によりますと、籾に身が入らない不稔の発生が例年

より多いとされました。 

 今後の天候回復を切に願うとともに、農家の皆様には天候に応じた生育管理の徹底をお願いす

るものであります。 

また、桃などの一部に落果が見られたものの、順調に生育している果樹については、先月中旬

から町内の観光農園において桃狩り、梨狩りが開催されており、南部町の旬の味覚をお楽しみい

ただいているところであります。 

今月中旬からはリンゴ狩りも始まり、出来秋を待ちわびた多くの観光客のご来場を期待すると

ともに、農業観光を通じて交流人口の増大、さらには、南部町ファンの獲得につながることを期

待するものであります。 

さて、明後日、８日から10日にかけては名川秋まつりが、また、来週、16日、17日にはとまべ

ちまつりが開催されます。山車の運行やパレードなど、安全には万全を期してまいります。 

 さて、青森県民駅伝競走大会において、南部町チームは、総合では３位、そして、町の部では

２年ぶりの優勝を飾ることが出来ました。 

 選手一人ひとりが、町民の皆様の期待と、故 山田前教育長への感謝を胸に力走を見せ、見事

にタスキをつなぎきり、南部町民に勇気と希望を与えてくれました。 

大会前から、有力チームとして、テレビでも紹介されるなど、相当な重圧の中で飾った優勝は、

本当に素晴らしいものであり、選手団及び関係者の皆様には、心からのお祝いとねぎらいの言葉
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を贈りたいと思います。 

来年度以降は、追われる立場としての難しさもありますが、それらをはねのけ、町の部連覇、

さらには総合優勝を飾ってくれることを期待し、町民の皆様とともに応援してまいりたいと思っ

ております。 

さて、９月に入り、平成29年度も折り返し地点が近づいてまいりました。今年度、実施を予定

している事業につきましては、その進捗状況を確認し、適正・確実に実施するよう努めてまいり

ますので、議員各位、ならびに、町民各位のご理解、ご協力をお願い申し上げる次第であります。 

 結びになりますが、朝晩は肌寒く感じることが多くなりました。これからは一層冷え込んでま

いりますので、議員各位におかれましては、健康には十分留意され、これまで以上のご指導、ご

協力を賜りますようお願い申し上げまして、本定例会のお礼のごあいさつとさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 

○議長（馬場又彦君） 私よりお礼の言葉を申し上げます。 

去る８月25日から本日までの13日間、議員各位におかれましては、ご熱心に審議を賜り、平成

28年度各会計の決算を認定。また、条例制定並びに平成29年度各補正予算などの多岐にわたる議

案の成立がなされましたことを、議長として厚くお礼申し上げます。 

また、議事の進行に各位のご協力を得ましたことを重ねてお礼申し上げます。 

なお、理事者各位におかれましては、審議の過程において表明された議員各位の意見を十分尊

重し、執行に当たっては周到なる注意を払われ、今後の施策に反映されますことを、強く要望す

る次第であります。 

 皆様におかれましては、今後ますますご健勝で南部町発展のために、各段のご尽力を賜ります

よう心からお願い申し上げて甚だ簡単ではありますが、お礼のあいさつとさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

 これをもちまして、第76回南部町議会定例会を閉会いたします。 

（午後０時14分） 
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